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 平成２３年３月１１日に発生した東北地方太平洋沖地震は、これまで本市が取り組んで

きた防災対策や都市づくりの想定をはるかに超える規模の大災害となりました。 

 今回の災害発生時に被災建築物応急危険度判定及び被災宅地危険度判定を実施するにあ

たり、これまでの判定体制では不十分であったため改善が必要となりました。 

 そこで市地域防災計画の見直しに即して、発災以降必要とされる業務に的確に対応する

ための局職員配備など組織体制の充実強化を図るべく、部局内の関係各課を中心とした判

定体制の整備に関する検討会を設置しました。震災の経験に基づく職員の活動を体系化し、

検証および検討を行い、避難所等公共施設の安全確認に係る新たな体制や被災建築物応急

危険度判定と被災宅地危険度判定の連携に関する体制を明確化し、市地域防災計画及び実

施計画の見直しに反映することにより、判定体制を整備することとしました。 

 

 本考察は震災当時、直接実務に携わる職員が直面した課題を明確にし、今後、対応が必

要な事項についてとりまとめたものです。皆様方、特に直接実務に携わる方々におかれま

しては、今後の判定体制整備、さらに住民の皆さまの安全対策において本考察が少しでも

役立てていただけたら幸いです。 

 

 震災時に数多くの民間判定士の皆さま、他都市からの応援職員の皆さまにご支援いただ

きまして、困難な状況下において判定を実施することができました。この場をお借りして、

心から感謝申し上げます。 

 

平成 25 年 4 月 



 

本考察の位置づけ 

 

東日本大震災で市都市整備局は、公共施設の安全確認、被災建築物応急危険度判定と被災宅地危険度判

定の３つの判定を行った。 

判定ごとに震災当時に直接担当した職員が判定体制や実施にいたるまでの経緯、実施した内容等の活動

状況を取りまとめた。 

その際に、各担当者から多くの問題や課題等を収集し、主な課題に対し対応方針を検討し整理した。 

特に整理が必要な課題については具体的な検討を行なった。 

 
■本考察の内容について 

具体的な内容は以下のとおり。 

 

実績   震災時の活動状況について３つの判定体制についてまとめた 

・ 公共施設の安全確認 

・ 被災建築物応急危険度判定 

・ 被災宅地危険度判定 

 

課題    実績をまとめるうえで多くの問題や課題等を収集し、グループ分けすると大きく  

4つのグループに分けられる。 

・ 公共施設の安全確認に関すること 

・ 被災建築物応急危険度判定に関すること 

・ 被災宅地危険度判定に関すること 

・ 被災建築物応急危険度判定と被災宅地危険度判定との連携に関すること 

 

対応方針  それぞれの視点から対応方針を整理した 

 

 

具体的検討   特に整理が必要な事項について検討を行った 

・ ４つの具体的な検討をおこなった（内容についてはⅡ章参照のこと） 

 

総括      まとめ 

 

なお、今回整理した内容は基本的事項までであり、より詳細な事項については、今後関係各課において

検討を行い、実施計画等において整理する予定である。 

 

本考察の位置づけは以下のとおりである。 

 

 

 

 

 

  

本考察 より具体的検討等

実施計画策定 

関係各課協議等 

現状問題 

対応方針 整理

現在 今後 いままで 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

震災時の

活動状況 

Ⅱ‐２  

発災後における今後の判定体制 

総括 

・ 施設管理者へ判定技術に関する情

報提供 

・ 地域の建築専門家による技術的助

言 

Ⅰ 実績 Ⅰ 課題 Ⅰ 対応方針 Ⅱ 具体的な検討 Ⅲ総括 

Ⅱ－１ 

避難所等開設の安全確認における施

設管理者の判定技術不足への対応 

・ 避難所等開設後の安全確認に係る

体制整備 

図２：報告書フロー図 

調査員を確保する方法が定まっていなかった。 

意思決定における判定区域の決定、終了時期等について時間を

要する。 

報告様式について実施計画のほか、全国協議会、宮城県協議会

の様式があり、未整理だった。 

調査人員の数を確保する。 

実施計画に反映する。

 

施設管理者の安全確認方法が十分に整備されていなかった。 

凡例 

震災時の活動状況について 公共施設の安全確認 

被災建築物応急危険度判定と被災宅地危険度判定との連携 総括 

被災建築物応急危険度判定 

被災宅地危険度判定 

Ⅱ‐４ 

判定後のフォローアップの対応 

Ⅱ‐５ 

判定士の連携に関する検証 

Ⅱ‐３ 

周辺地盤等調査の情報提供 

専門外の判定士が市民の質問に対応できる体制

を検討する。 

各判定における目的及び内容、判定後の相談先に

関して市民の方への周知を徹底する。 

被災建築物応急危険度判定と被災宅地危険度判定の連携につい

て未整理だった。 

各判定における目的及び内容、判定後の相談先など市民への説

明不足で市民が混乱した。 

専門外の判定士が市民の質問に対応できなかった。 

様式を整理する。 

施設管理者への判定技術の情報提供をする。 

建築専門家による調査協力依頼をする。 

意思決定の再検討と訓練を重ねる。 

両判定の連携に関する連携フロー、様式等につい

て整理する。 

調査の位置付けが不明確であった。 役割分担を明確にする。 実施計画に反映する。

Ⅱ章に具体的検討を

示す。 

宅地調査班（被災宅地危険度判定を担当）において役割分担が

明確でなかった。人員を十分に確保できなかった。対応マニュ

アルが整備されていなかった。 

宅地調査班内の役割分担の明確化、人員の確保、

マニュアルの整備等震災に対応できる体制を構

築する。 

本庁と区役所の業務分担に未整理の部分があり混乱した。 区役所との業務分担を整理する。 

組織のあり方について検討する。 

Ⅱ章に具体的検討を

示す。 

実施計画に反映する。

今後検討する。 

両判定を一つにできないか検討する。 

市民が被災建築物応急危険度判定と被災宅地危険度判定の 

違いがわからずに混乱した。 

時期が異なり混乱した。 

判定結果が異なり混乱した。 

両判定を同時に行うことができないか検討する。

両判定を集約する方法について検討する。 

両判定について説明したパンフレット等で周知

する。 

今後検討する。 

考察フロー図 



都市整備局機構図                      （震災当時） 
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都市整備局防災実施計画上の組織体制図            （震災当時） 

庶務班
（総務課）

【各部庶務班共通分掌事項に関すること】
①仙台市建設公社との連絡調整に関すること
②応急仮設住宅の入退居その他の管理の応援に関すること

技術管理班
（技術管理室）

①災害復旧工事の技術管理に関すること

都市計画班
（都市計画課）
（都市景観課）
（東西線沿線
  まちづくり課）

①都市施設（都市交通施設を除く）の復旧計画の調整に関すること

総合交通政策班
（交通政策課）
（公共交通推進課）

①災害時における緊急輸送計画の調整に関すること
②都市交通施設の被害状況の集約及び復旧計画に関すること

あすと長町整備
事務所班
（あすと長町整備
  事務所）

①所管整備地区の保全に関すること

区画整理班
（区画整理課）

①所管区画整理地区の保全に関すること

都市再開発班
（都市再開発課）

①所管再開発地域の保全に関すること

開発事務所班
(開発事務所）

①所管土地区画整理事業地域の保全に関すること

市営住宅班
（市営住宅課）

①市営住宅の保全に関すること
②被災者の市営住宅への入居の斡旋に関すること
③応急仮設の入退居その他の管理の応援に関すること
④災害市営住宅の計画に関すること
⑤災害時における市営住宅の指定管理者との連絡調整に関すること

営繕班
（営繕課）
（設備課）

①市有建築現場の保全に関すること
②市有施設の機械設備及び電気設備の保全に関すること
③応急仮設住宅の建設場所の選定に関すること
④応急仮設住宅の建設及び解体に関すること
⑤プレハブ協会等関係団体への協力要請に関すること
⑥災害市営住宅の建設に関すること

建築物調査班
（住環境整備課）
（建築指導課）

①住宅応急対策の総括に関すること
②被災建築物の応急危険度判定の総括に関すること
③被災建築物応急危険度判定士の支援要請及び受入れに関すること
④被災建築物の調査及び復旧指導に関すること
⑤被災建築物の応急危険度判定結果に対する相談に関すること
⑥保安上有害な被災建築物に対する指導に関すること

宅地調査班
（開発調整課）

①宅地及び宅地造成地等の災害防止及び応急復旧の指導に関すること
②宅地等の災害に伴う避難の勧告及び指導に関すること
③宅地等の災害に伴う警戒区域の設定及び当該地区への立入りの制限、
禁止又は退去命令に関すること
④がけ崩れ及び擁壁崩壊等による宅地被害の被害調査及びその集約に関
すること
⑤危険区域等の安全確認に関すること
⑥被災宅地の復旧相談に関すること
⑦被災宅地の危険度判定の総括に関すること

担当局（都市整備局）
部　長（都市整備局長）
副部長（都市整備局理事、次長、計画部長、綜合交通政策部長、都市開発部長、公共建築部長、
        住環境部長）
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１ 地震の概要 

 

１‐１ 仙台市の概要 

 

仙台市の概況（H25.2.1 推計） 
・仙台市の人口：総数 1,063,552 人（479,470 世帯） 

・仙台市の位置：東京から北東へ約 350km 

        宮城県中心部に位置し、東は太平洋、西は山形県と接している。 

・仙台市の構成：東には宮城野区、若林区、 

中心市街地から西にかけて青葉区、 

北に泉区、南に太白区 

 
 

 
図Ⅰ‐１：仙台市位置図 

若林区 太白区

泉区 

宮城野区

青葉区

仙台 

仙台市ホームページ：データ仙台2012に基づき作成
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１‐２ 仙台市の地形イメージ 
 
 
 図Ⅰ‐２は、仙台市の地形を色で分けたものである。黄緑色と水色の部分は比較的新し

い柔らかい沖積平野が広がる地盤であり、オレンジ色部分は仙台市の中心部にあたり比較

的古い硬い地盤である。これを取り巻くように深緑色の部分は丘陵地で住宅地が多く分布

している地盤である。 
 
 
 
 

 
図Ⅰ‐２：仙台市地形図 

土木学会東日本大震災被害調査団（地震工学委員会） 緊急地震被害報告会資料に基づき作成

仙台市 

多賀城市 

塩釜市 

名取市 
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１‐３ 地震の概要 

 

○本 震【平成 23 年（2011 年）東北地方太平洋沖地震】 

発 生 時 刻：平成 23 年 3 月 11 日 14 時 46 分 

震 源：三陸沖〔牡鹿（おしか）半島の東南東約 130ｋｍ付近〕、深さ約 24ｋｍ

規 模：Mw9.0 断層の大きさ：長さ 450km、幅 200km 

地 震の種類：海溝型地震、逆断層型 

市 内の震度：震度 6強 宮城野区 

         震度 6弱 青葉区、若林区、泉区 

         震度 5強 太白区 

○余 震（最大余震） 

 発 生 時 刻：平成 23 年 4 月 7日 23 時 32 分 

 震 源：宮城県沖（牡鹿半島の東役 40ｋｍ付近）、深さ約 66ｋｍ 

 規 模：Mw7.1 

 市 内の震度：震度 6強 宮城野区 

        震度 6弱 青葉区、若林区 

        震度 5強 泉区 

        震度 5弱 太白区 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

被害写真 

資料：気象庁 
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１‐４ 仙台市の被害状況 

 

１）人的被害（平成 25 年 2 月 28 日時点） 

死 者：984 名（男性 545 名、女性 439 名） 

行方不明者：30 名（男性 17 名、女性 13 名） 

負 傷 者：重傷  276 名（うち 4月 7日余震：6名） 

軽傷 1,995 名 

 

２）建物被害（平成 25 年 2 月 17 日時点） 

全 壊： 30,005 棟 

大規模半壊： 26,995 棟 

半 壊： 82,481 棟 

一 部 損 壊：115,986 棟 

 

３）宅地被害に伴う避難勧告 

青 葉 区： 96 世帯 

宮 城 野 区：  8 世帯 

若 林 区： 0 世帯 

太 白 区：113 世帯 

泉 区： 19 世帯 

合 計：236 世帯 

津波被害写真 

 

 

 

 

 

 

 

被災宅地写真 
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２ 活動状況記録 

 

 東日本大震災で市都市整備局は以下の３種類の活動を実施した。 

 

・ 公共施設の安全確認（避難所等の安全確認のため） 

・ 被災建築物応急危険度判定（民間住宅等の二次災害防止のため） 

・ 被災宅地危険度判定（民間宅地等の二次災害防止のため） 

 

これらの判定ごとに、震災当時に直接担当した職員が判定体制や実施にいたるまでの経

緯、実施した内容等の活動状況についてまとめたものである。 
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２‐１ 公共施設の安全確認 

 
１）公共施設の安全確認担当部署 
・ 市地域防災計画において担当部署が未定であったため、臨時措置として住環境整備課が

陣頭指揮に当たり、都市整備局総務課の調整により局内・局外、他都市からの応援を集

めることで実施した。 
・ 仙台市における組織体制は図Ⅰ‐３のとおり。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

図Ⅰ‐３：公共施設の安全確認組織体制図 

 
２）実施状況 
 公共施設の安全確認については、①避難所等開設後に対する安全確認と②公共施設等の

一時的利用に対する安全確認の 2 つの調査を行った。 
 
 ①避難所等開設後に対する安全確認 
・実 施 期 間：3 月 12 日から 14 日までの 3 日間 
・動 員 数：延べ調査員 85 人 
・実 施 方 法：調査要領・判断基準が明確ではなかったため、被災建築物応急危険度判

定の調査要領を準用 
 小中学校の調査は 1 班 4 名体制、その他公共施設の調査は１班 2 名体制 
・概 要：発災直後、避難所としての安全確認が必要であるとの都市整備局上層部

の判断から住環境整備課に「避難所等開設後の安全確認」の指示があり、

住環境整備課において情報収集後、体育館を対象として対象建築物数を

把握し、計画を立て、局総務課経由で必要人員の応援依頼を行った。危

険と判断される注意事項について施設管理者に説明し、危険物の撤去・

立入り禁止などの措置を依頼した。 
 

都市整備局 
総務課 

都市整備局 
建築指導課 局内応援 局外応援 他都市応援

都市整備局 
住環境整備課 

（応援職員調整） 

（陣頭指揮） 

（調査応援） （調査応援） （調査応援） （調査道具提供、

調査応援） 
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 ②公共施設等の一時的利用に対する安全確認 
・実 施 期 間：3 月 12 日から 25 日までの 14 日間 
・動 員 数：延べ調査員 207 人 
・実 施 方 法：調査要領・判断基準が明確ではなかったため、被災建築物応急危険度判

定の調査要領を準用 
 調査は 1 班 4 名体制 
・概 要：発災 3 日後、指定避難所となった小中学校で卒業式を行うため、改めて

学校教室の一時的利用の可否を判断するため「一時的利用に対する安全

確認」の要請があった。並行して、小中学校以外の公共施設（市民セン

ター、保育所、児童館等）についても同様の要請があり、避難所等開設

後の安全確認と同じ体制により調査を実施することとなった。 
結果は表Ⅰ‐１のとおり。 

表Ⅰ‐１：公共施設の安全確認調査結果 

公共施設の種類 
延べ 

調査員 
調査 

施設数 
調査結果数 

調査済 要注意 危険 
小中学校 172 人 188 78 77 33 

その他公共施設 35 人 126 68 33 25 

計 207 人 314 146(46.5%) 110(35.0%) 58(18.5%) 
 

33

77

78

25

33

68

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

調査済

要注意

危険
小中学校調査件数

その他公共施設調査件数

 

図Ⅰ‐４：公共施設調査件数 
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ただし、公共施設の一時的利用に対する安全確認の調査結果および注意事項につい

ては施設管理者に説明を行うのみとし、被災建築物応急危険度判定の判定ステッカー

は貼らないこととした。 
 
安全確認を行った指定避難所である仙台市の学校施設は図Ⅰ‐５のとおり。 

（赤が小学校、青が中学校を示す） 

図Ⅰ‐５：指定避難所配置図 

 

３）発災後の行動 
3/11(金)  

・庁舎安全確認のため屋外待機の解除後、都市整備局次長の指示により、本庁舎内を点検。 

(廊下・床・壁等にクラック、配水管に漏水などがあった。) 庁舎管理課へ報告したとこ

ろ、庁舎管理課でも同様の状態をつかんでおり、そのほか、煙突が内部へ崩落しているこ

とを聞いた。 

・本庁舎は停電が続き、照明は非常用照明のみが点灯。 

 

■避難所等の調査実施の決定  

・都市整備局次長から、地域防災計画において担当部署が未定であった｢避難所等の安全確

認｣の指示を受け、住環境整備課が担当することとなった。 

・少ない情報を収集し、対象施設数を想定して、必要人員、翌日以降の調査計画を立てた
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が、停電が続き、パソコンやコピー機が使用できなかったため、教育局作成の通学区域図

をもとに行程表を手書きで作成した。 

・調査資機材は、建築指導課が被災建築物応急危険度判定のために備蓄していたものを整

理、準備してもらった。 

 

■退庁  

・最低限の人員を残し、帰宅できる者は帰宅した。 

 

 

■地震翌日以降 3日間における避難所(小中学校)の安全確認  

(3/12(土)～3/14(月)) 

・指定避難所である学校 203 施設を、12 日～14 日の 3 日間で延べ 85 人の調査員により実

施した。 

・13 日には(社)仙台建設業協会から 12 名、14 日には新潟市から 2名の応援があった。 

・実施にあたっては、「被災建築物応急危険度判定」の調査要領を準用し、避難者に無用の

不安を与えないため、ステッカーは貼らないこととした。 

・調査結果については、電話が通じにくかったこともあり、帰庁後調査員から口頭やデジ

タルカメラの画面を見ながら報告を受けたが、停電が続きデータは保存できなかった。 

・危険と判断され、避難者の安全が確保できない施設もあり、教育局へ報告後、避難所の

閉鎖＝避難者の移動の措置も行われた。 

 

 

■公共施設等の安全確認  

(3/12(土)～3/25(金)) 

・教育委員会から、指定避難所となった小中学校で卒業式を行うため、再度｢安全確認｣の

要請があった。 

・被災建築物応急危険度判定の調査要領では、調査時点の危険度を判定するのみであり、

継続した利用の可否を判断できる内容ではなく、建物内部の調査基準もないことから、当

初困難であると回答した。しかし、教育局内の議論で早急に結論が出されないと(代替施

設の確保など)対応ができず、教育局では調査体制が整わないことなどから、強い要請が

再度あった。 

・この要請を受けて、小中学校を 14 日間で調査した。調査中、学校側からは施設のあらゆ

るところを調査して欲しいと調査員に懇願することもあり、調査時間が大幅に予定を超過

したことから、教育局側に適正な対応をお願いする場面もあった。 

・また並行して、小中学校以外の公共施設(市民センター、保育所、児童館等)についても

同様の要請があり、一部の調査を実施した。 
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公共施設の被害状況２ 
1 階柱がせん断破壊 

公共施設の安全確認、 
調査員説明の様子 

公共施設の被害状況３ 
2 棟ある校舎のうち１棟のみが

沈下し、EXP.J 部分が破損。 

公共施設の被害状況１ 
体育館の水平ブレース破断 
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２‐２ 被災建築物応急危険度判定 

 
１）被災建築物応急危険度判定担当部署 
・ 現在の計画では、各区において被害調査、区域の決定を行い、判定拠点を設けることと

なっている。 
・ 仙台市における応急危険度判定の組織体制は図Ⅰ‐６のとおり。 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
図Ⅰ‐６：被災建築物応急危険度判定組織体制図 

 
２）実施状況 
・実 施 期 間：3 月 12 日から 5 月 10 日までの約 2 ヶ月間 
・動 員 数：約 1,300 人 
・実 施 方 法：被災建築物応急危険度判定の調査要領 
・概 要：建築指導課より各区に、被災建築物応急危険度判定を実施する方向で情

報収集をするよう指示をした。これを受け、各区は実施計画において要

判定区域として定めていた地域を調査し、被害状況に応じて判定区域を

決定した。また、各区から「損傷を受けた建築物について、所有者側か

ら要請があった場合には応急危険度判定を実施したい」旨の要望があり、

これを受け、建築指導課は宮城県へ相談し、その結果、要請を受けての

判定（以下、「ピンポイント判定」という。）を開始することとなった。 

仙台市 
都市整備局 
建築指導課 
判定総括部 

青葉区 
街並み形成課

判定実施部

宮城野区 
街並み形成課

判定実施部

若林区 
街並み形成課

判定実施部

太白区 
街並み形成課

判定実施部

泉区 
街並み形成課

判定実施部 

宮城県 
建築宅地課 
企画調査班

青葉区 
判定拠点 

宮城野区 
判定拠点 

若林区 
判定拠点 

太白区 
判定拠点 

泉区 
判定拠点 
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被災建築物応急危険度判定結果は表Ⅰ‐２のとおり。 
表Ⅰ‐２：被災建築物応急危険度判定結果 

調査済 要注意 危険 計 
4,653 棟 2,711 棟 1,543 棟 8,907 棟 
52.3％ 30.4％ 17.3％ 100％ 

 

4,653

2,711

1,543

0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000

調査済

要注意

危険

 
図Ⅰ‐７：被災建築物応急危険度判定件数 

 
宅地被害のある青葉区と泉区、建築物の層崩壊のみられた若林区において、3 回にわ

たり宮城県へ判定士の支援要請を行った。要請に関する概要は表Ⅰ‐３のとおり。 
表Ⅰ‐３：民間判定士支援要請概要表 

支援要請日 対象区 期間 1 日当りの人数 
延べ要望

人数 

延べ参集

人数 

3/14 第 1次 青葉区 3/15～3/17 82 名/日 246 名 141 名

    泉区 3/15～3/16 16 名/日 32 名 19 名

3/17 第 2次 青葉区 3/18～3/19 82 名/日（継続） 164 名 128 名

    若林区 3/19～3/21 42 名/日 126 名 71 名

3/19 第 3次 青葉区 3/20～3/23 30 名/日 120 名 72 名

 
3 月 15 日～23 日計 9 日間、民間判定士による面的な被災建築物応急危険度判定を実施

した。 



 
ⅠⅠ  震震災災時時のの活活動動状状況況ににつついいてて  

 

UUrrbbaann  PPllaannnniinngg  BBuurreeaauu  
CCIITTYY  OOFF  SSEENNDDAAII - 15 -

判定士の支援要請を行なって判定を実施した区域は図Ⅰ‐８のとおり。 
 

 

図Ⅰ‐８：判定士の支援要請を行って判定を実施した区域図 

 
また、各区の職員判定士が管轄区を対象に建築物所有者側からの要請を受けて判定

を実施した。 
特に中心市街地のある青葉区では、非木造建築物の要請を受けて判定を実施してお

り、その際、判定拠点は木造建築物とは分離して対応している。 
中心市街地において商業施設の被災建築物応急危険度判定を実施することは社会的

に影響が大きいこと、また判定を実施する上で建物規模等に関して制限があること、

さらに一定水準以上の建築構造に関する専門知識が必要になることなどに留意しなが

ら、職員判定士に加え建築構造専門の民間判定士を動員し判定を実施した。 
なお、判定の対象としては 10 階程度まで、または高さ 30ｍ程度までとした。 

 
判定を実施していく上で迅速な対応を阻害した要因として、燃料不足、通信手段の

不全、さらに福島第一原発事故などが挙げられる。 
判定士は各区の判定拠点へ自主参集としていたが参集するためのガソリンを調達で

きない、また被害調査において現地へ向かうためのガソリンを確保できないなど燃料

不足の問題に直面した。 
また、電話（固定、携帯）、防災無線、衛星通信のいずれも通じない、あるいは極度

に通じにくい状態となり、各部署との連携を図る上で大きな支障となった。 
さらに、福島第一原発事故により、判定士に即時中止を命じ判定を中断せざるを得

ない状況が発生した。 
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３）発災後の行動 
（○役立った事、×不足や問題点、※今後の検討や改善すべき点として記載） 

3 月 11 日（金） 

14：46  発災 

    ・揺れがおさまった後、本庁舎全職員一時屋外避難。 

    ・庁舎内の安全が確認できるまで約 1時間屋外で待機。 

    ・職場に戻り、職場内清掃。（机、コピー機、倒れた棚等を整理） 

    ・情報収集。（指導課にテレビが無かったため携帯電話のワンセグ等） 

    ・各区役所に固定電話、防災無線で連絡できるか、各区役所の状況確認。 

×若林区、泉区に連絡が繋がり難かった。 

×宮城県には連絡がつかなかった。 

×パソコンの庁内 LAN 機能がダウンし Eメールの使用ができなかった（想定外） 

×防災無線が 3 分ほどしか使用できず、必要な連絡調整が 1 回の通話でできな

かった。 

（若林区街並み形成課） 
    ・発災を当時の職場である若林区役所街並み形成課の自席で受ける。 

・職場内は、ロッカー等の移動が激しく、必死で茶器ロッカーを押さえた。 
・電話、無線の通信機器が途絶し、もっぱら情報は、建設部パトロール班の報告

だけを頼りに対応を検討せざるを得なかった。 
・区役所では、建築職の職員の数が限られており、応急危険度判定に要する情報

（建物損壊の程度に視点）を、他の職種の職員がパトロールをする際に注意す

る点を説明しお願いした。 
・課でも応急危険度判定に向けて下調査実施。街並み係長は実施計画では物資調

達班だったので資材の確認等を行なった。 
・停電となった為、夜間は現地作業が困難であり危険である。 
・震災直後は区職員としての立場が強く、支援物資の運搬業務等、あらゆる要請 
があり手伝いを行なった。 

（泉区街並み形成課） 
    ・余震がおさまるまで庁舎外で待機。その後、庁内に戻り、倒れた書棚等の整理、

片付け。 

    ・庁舎内の安全が確認できるまで約 1 時間屋外で待機。 
    ・職場に戻り、職場内清掃。（机、コピー機、倒れた棚等を整理） 
    ・情報収集。 

×パソコンの庁内LAN機能がダウンしEメールの使用ができなかった（想定外） 
    ・本庁との連絡が繋がり難かった。 
    ・休暇を取って実家に帰省し買い物中に地震。屋外に避難後、揺れが収まってか
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ら実家に戻るため、車を運転するが信号機が止まっており、普段より倍くらい

の時間がかかった。 
17：00 頃 本庁判定総括部、各区対策実施本部の設置 

    ・各区街並み形成課が区域の下見調査開始 

    ・都市整備局次長の指揮の下、避難所等の安全確認は住環境整備課が主担当、応

急危険度判定は建築指導課が主担当で対応することとした。 

・倉庫の中から判定資材を出す。 

     ×倉庫の中は、引っくり返った物が散乱しており、また普段使わないので奥に

保管していたため取出しに苦労した。 

     ×各区に資材を配布していたが不足が発生した。 

     ○あらかじめ、各区の資材備蓄量を把握していたため、資材の再配分提供する

ことができた。 

     ×電力不足のため本庁舎含め、各区でもコピー機の使用が困難で判定ステッカ

ー等の印字に苦労した。 

    ・建築指導課担当係長および担当職員 1名が東京出張中で交通機関の不通により、

3/14 まで役割の任務ができなかった。 

×実施計画において統括の役割を担う者定めていたが、不在のため実際担うこ

とが出来なかった 

×実務担当者 2 人のうち、1 名が避難施設の安全確認の作業をすることになり、

実質 1人で応急危険度判定の業務を行うことから作業に時間がかかった。 

・各区現地調査結果を随時本庁判定総括部に報告。 

20：00 以降 建築指導課では極力人員を残し、災害対応にあたった。 

21：00 頃 

（泉区街並み形成課） 
・翌日以降の応急危険度判定実施に向け、翌日、本庁集合の指示を受け、徒歩で

帰宅。 

 

3 月 12 日（土） 

5：30 頃 青葉区で宅地に亀裂被害情報を宅地判定担当の開発調整課に連絡 

    ・青葉区 3 月 14 日（月）からの通常業務は不可能と判断し、市広報に掲載して

もらう方向でいる旨の連絡有。 

5：50  仙台建設業協会より次長に応急危険度判定の申込があれば早急に対応したいとの

こと。 

6：30  泉区 南光台を中心に現地調査開始。 

7：25  青葉区 玉石擁壁崩れの報告を受け開発調整課へ情報共有。 

7：30  太白区 緑ヶ丘中心に、長町、中田地区を調査。（緑ヶ丘の一部は宮城県沖地震
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時に災害危険区域指定していた地域）応急危険度判定の必要性を感じられない。 

7：45  宮城野区 道路課とともに調査中 

8：30 頃 昨日帰宅した職員が登庁時に仙台市内の状況を確認、報告。 

8：45  若林区と連絡が取れないことから本庁より 1組調査へ出向 

9：13  若林区 卸町、六郷、上飯田を中心に調査済。瓦、外壁落下あるものの、今のと

ころ応急危険度判定の必要性は感じられない。 

10：15  宮城野区 福田町、福室、田子、岩切 現地調査済。 瓦屋根落ち 5%程度 応

急危険度判定は必要ないと思われる。 

12：00  都市整備局次長指示 

    ・名掛丁一、二番町アーケード通りの被害状況の確認を建築指導課と住環境整備

課で行うものとする。 

     宮城県との協議 

・ピンポイント判定を実施してよいかの宮城県建築宅地課に確認し、了承を得る。 

・各区ピンポイントでの判定実施開始 

    ×当初、建築物の多くが被災した地域・状況が判断できず、時間経過後、面的な 

応急危険度判定を実施した場所もあり。 

・各区現地調査結果を随時本庁判定総括部に報告。 

22：00 都市整備局次長 

    ・新潟市からの応援派遣 2 名を明日から泉区の現地調査に参加していただくこと

を決定。 

    ・各区現地調査結果を随時本庁判定総括部に報告。 
終日 

（泉区街並み形成課） 
    ・2 人 1 組で車で現場調査。瓦や外壁の落下・ブロック塀の崩れが目立つ。建物の

崩壊などはあまりみられなかったが、東黒松・黒松の一部の被害が大きいとい

う結果になった。 
    ・急傾斜地崩壊危険区域（東黒松・黒松一・三丁目の一部）に限定した地域で被

災建築物応急危険度判定を実施する方針とした。 

 

3 月 13 日（日） 

8：50  宮城県建築宅地課班長より昨日の判定報告を求められる。 

    ・被災状況が宮城県に入っているものもあるので宮城県と仙台市で情報共有した。 

9：45～ 青葉区、泉区 応急危険度判定について建築指導課と協議 

    ×青葉区応急危険度判定担当者が発災時九州へ出向いていたため交通機関の不通

により出勤できず、係長が対応。 

    ・応急危険度判定を実施するにあたり以下の問題点があがった。 
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    ×民間判定士等の宿泊場所の確保が困難。 

    ×中心市街地はどのように判定すべきか。（高層ビル等） 

    ・青葉、泉の一部区域において、応急危険度判定を実施することを決定。 

     上記の決定事項を宮城野、若林、太白区へ情報提供。 

13：00 宮城県と協議 

    ・応急危険度判定対象範囲について（保険対象） 

 RC 造、Ｓ造 10Ｆ程度、30m まで。 

（一級建築士レベルの判定士が必要なので注意することの説明あり。） 

民間判定士はできるだけ戸建住宅に限ること。 

    ・宮城県として判定総括部に派遣依頼であれば 1人のみ可とする。 

    ・民間判定士の宿泊場所の確保は、判定士個人で確保することを基本とする。 

    ・民間判定士の支援要請は応じる。 

終日  ・各区ピンポイント判定や現地調査を続ける。 

22：00 応急危険度判定を下記の地区で行うことを決定。 

    ・青葉区 旭ヶ丘 1～4丁目、貝ヶ森 1丁目、折立 4～6丁目、西花苑 1、2丁目 

    ・泉区  東黒松、黒松 1、3丁目 

23：00 宮城県建築宅地課へ要請 

    ・建築指導課担当係長および担当職員 1名 東京から新潟へ移動（新幹線） 

終日 

（太白区街並み形成課） 

・太白区は地区を定めての面的な判定は実施せず、個別に判定を実施することとし

た。（職員が対応するもの） 

・緑ヶ丘地区（４丁目）の一部で宅地被害の通報が相次ぎ、早々に宅地危険度判定

の実施が決定されたため、その結果を見守りながら個別の対応を実施してきたも

のである。 

 

3 月 14 日（月） 

8：35  宮城県建築宅地課へ、応急危険度判定支援要請 

    ・判定は、木造中心となる。 

    ・基本的に RC、S 造は仙台市職員判定士で願いたい。 

    ・学校等を判定するのは、仙台市職員判定士等でお願いしたい。 

    ・各区で判定実施計画を作成して建築指導課に報告し、集計して宮城県に支援要

請するのだが、各区と連絡が困難だったため、建築指導課に報告があった段階

で、宮城県と打合せを行い、支援要請を行った。 

×要請した判定士数が確保できなかった。（青葉区は判定期間が延長となった。） 

9：30  建築指導課担当係長および担当職員 1 名 新潟市役所支援者に便乗し帰省予定。 
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終日  ・各区ピンポイント判定や現地調査を続ける。 

 

3 月 15 日（火） 

    ・青葉区、泉区 面的な応急危険度判定実施開始。 

    ・各区ピンポイント判定や現地調査を続ける。 

午後  ×福島原発事故発生に伴い調査中止に関する情報について携帯電話がつながらず

撤退が遅れた。 

（泉区街並み形成課） 
    ・各区ピンポイント判定や現地調査を続ける。 
    ・民間判定士が応援に来ていただき、2 人１組で危険度判定をしていただいた。協

力は大変ありがたかったが、免許の不携帯、サンダル履き等の軽装、食料を持

参しない方が多かった。１人の判定士の上司から雨に放射線が含まれているの

で、戻って来いとの指示があった。そのため他の判定士の方も帰っていただく

こととしたため、初日は午前中の判定のみで終了した。 
    ○民間の判定士の応援をいただき開始したが、福島原発の爆発事故に伴う放射能

汚染を心配した民間判定士の派遣先から、判定士の引き上げ要請を受け、午前

中に判定活動を中止とした。この時、福島原発の影響についての明確な情報が

なかったことと、判定活動の初日でもあったことなどから決断に迷いが生じた

が、この日の調査を午前で中止した判断は適切だった。 

 

3 月 16 日（水） 

    ・民間判定士に変わり京都市より応援派遣 10 名 泉区応急危険度判定に参加。 

    ・青葉区、泉区 面的な応急危険度判定実施。 

    ・各区ピンポイント判定や現地調査を続ける。 

 

3 月 17 日（木） 

    ・青葉区、泉区 面的な応急危険度判定実施。 

    ・各区ピンポイント判定や現地調査を続ける。 

 

3 月 18 日（金） 

    ・青葉区 中山 1 丁目、滝道、国見 1 丁目、高野原 2 丁目の応急危険度判定地区

追加。 

    ・青葉区、泉区 面的な応急危険度判定実施。 

    ・各区ピンポイント判定や現地調査を続ける。 

 

3 月 19 日（土） 
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    ・若林区 卸町 1～5丁目応急危険度判定実施開始。 

    ・青葉区、泉区 面的な応急危険度判定実施。 

    ・泉区 東黒松、黒松 1、3丁目の応急危険度判定終了。 

    ・各区ピンポイント判定や現地調査を続ける。 

 

3 月 20 日（日） 

    ・青葉区、若林区 面的な応急危険度判定実施。 

    ・各区ピンポイント判定や現地調査を続ける。 

 

3 月 21 日（月） 

    ・青葉区、若林区 面的な応急危険度判定実施。 

    ・若林区 卸町 1～5丁目の応急危険度判定終了。 

    ・各区ピンポイント判定や現地調査を続ける。 

 

3 月 22 日（火） 

    ・青葉区 面的な応急危険度判定実施。 

    ・青葉区 面的な応急危険度判定終了。 

    ・各区ピンポイント判定や現地調査を続ける。 

  ・面的調査を行った区は、青葉、若林、泉区 

  ×危険度判定の面的な必要性の判断が区判定実施部ごととなることから、判断の 

違いあり。 

  ×仙台市としての対応が建築指導課でコントロールできない。 

 

3 月 23 日（水） 

    ・京都市応援派遣終了。 

    ・各区ピンポイント判定や現地調査を続ける。 

    ×京都市及び新潟市からの応援派遣は、応急危険度判定とした場合、全国協議会 

（(財)日本建築防災協会）による職員派遣ルールと違っていた。 

    ×京都市職員に関しては、応急危険度判定を行ったので、やむなく宮城県へ事後 

報告（口頭）を行った。 

 

3 月 24 日（木）～4月 6日（水） 

    ・各区ピンポイント判定や現地調査を続ける。 

（交通局東西線建設本部建設部工事事務所） 

    ・建築指導課からの要請により、青葉区の応急危険度判定に参加。 
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3 月 25 日（金） 

（交通局東西線建設本部建設部工事事務所） 

    ・建築指導課からの要請により、青葉区の応急危険度判定に参加。 

（都市開発部仙台駅東第二開発事務所） 
    ・建築指導課からの要請により、若林区のピンポイント判定に参加。 
 

3 月 29 日（火） 

（交通局東西線建設本部建設部工事事務所） 

    ・建築指導課からの要請により、太白区の応急危険度判定に参加。 

3 月 30 日（木） 

（交通局東西線建設本部建設部工事事務所） 

    ・建築指導課からの要請により、太白区の応急危険度判定に参加。 

    ※市民からの要望を受けた戸建て住宅の応急危険度判定を行ったが、長町地区で

は、市民の要望から時間が経過したこともあり、区役所の固定資産税課が行う

「り災証明」の調査と間違えられた。（複数回） 

また、り災証明に関連して、改修工事を先行して行う場合の相談を受け、区役

所固定資産税課と相談すること、改修工事前に損傷部の写真を数多く撮影する

ことをアドバイスした事例があった。      

 

4 月 7 日（木） 

    ・各区ピンポイント判定や現地調査を続ける。 

23：32 最大余震発生 

    ・各区全域の再調査（大きな被害を受けている地域がなかった。） 

（泉区街並み形成課） 
    ・街並み形成課員集合 
    ・電話での危険度判定に関する問い合わせが再び増えた。 
 

4 月 8 日（金）～5月 9日（月） 

    ・各区ピンポイント判定や現地調査を続ける。 

 

5 月 10 日（火） 

    ・各区ピンポイント判定や現地調査を続ける。 

    ・ピンポイント判定を含む応急危険度判定終了。 

×通常の場合、2～3 週間で判定終了するものの、余震が続いたことや、市民要望

があったことからなかなか終息することができなかった。 

×区ごとに被災状況が変わることから、同一時期に終息できず、判定総括部が総合
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判断を行うことが困難だった。 

    ×応急危険度判定は、基本的には面的に判定し、かつオペレーションタイプ２（外 

観からの調査）で判定することが多い。このため仙台市の実施計画では、ピン 

ポイント判定についての明記がなかった。 

⇒3月中の支援要請による判定が終わってからは、所有者からの要望に応じてピ

ンポイント的に判定を行ったため、終息の時期が区ごとに異なる。実施計画

にその作業等が明記されていなかったため、建築指導課長から各街並み形成

課に判定状況のアンケートを実施した。また、判定終了について広報を建築

指導課が行ったうえで、判定終了とした。 
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面的に応急危険度判定を行うかど

うか打ち合わせの様子 
発災後の各区からの被害情報収集

の様子 

民間判定士に判定地域等説明の様子 被災建築物応急危険度判定の様子
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２‐３ 被災宅地危険度判定 

 
１）被災宅地危険度判定の担当部署 
・ 仙台市における組織体制は図Ⅰ‐９のとおり。 
 
 
 
 
 
 
 
                   
 
 
 
 
 
 
 

図Ⅰ‐９：被災宅地危険度判定組織体制図 

 
２）実施状況 
・実 施 期 間：3 月 14 日及び 3 月 19 日から 5 月 19 日までの延 46 日間 
・動 員 数： 1,169 人 
・実 施 方 法：被災宅地危険度判定の調査要領 
・概 要：平成 23 年 3 月 14 日に被害の大きかった青葉区折立 5 丁目地区について

危険度判定を優先実施し、災害対策基本法第 63 条に基づく警戒区域の設

定を行った。 
震災直後から都市整備局内の職員で丘陵部の被害状況の把握を行い、被

害の集中している地域の被災宅地危険度判定を実施することとした。 
また、所有者からの通報により被災した宅地についても被災宅地危険度

判定を実施した。 
被災宅地危険度判定を実施するに当たり、被災宅地が多く本市の判定士

だけでは実施が困難であると判断し、宮城県に対し被災宅地危険度判定

士の広域支援要請をした。 
 

判定調整員 判定調整員 判定調整員 

仙台市調査班（３班）広 域 支 援 調 査 班（２０班）

判定調整員 判定調整員 

判定実施本部（仙台市都市整備局開発調整課） 宮城県建築宅地課 

判定実施責任者（開発調整課長）

判定統括コーディネーター 

判定コーディネーター 
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宅地の被害状況（被災宅地危険度判定の結果：平成 23 年 5 月 19 日現在）は 
表Ⅰ‐４のとおり。 

表Ⅰ‐４：被災宅地危険度判定結果 

調査済宅地 要注意宅地 危険宅地 合 計 
1,802   1,210  868  3,880 

  46.4％   31.2％   22.4％ 100％ 
単位：宅地 

 

1,802

1,210

868

0 500 1,000 1,500 2,000

調査済宅地

要注意宅地

危険宅地

 
図Ⅰ‐１０：被災宅地危険度判定件数 

 
被災宅地危険度判定については，当初把握した宅地被害についての判定が終わる見込み

がついたことから平成 23 年 5 月 19 日で広域支援要請による判定業務を終了した。 

 その後，仙台市単独で調査を継続し，要注意宅地及び危険宅地相当の被害（中程度以上）

5,387 宅地（平成 25 年 1 月末現在）を把握している。 
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調査は合計 3,880 宅地を実施し、判定士は延べ 1,169 人を動員した。（仙台市職員を

含む） 
判定士の広域支援については、宮城県土木部建築宅地課より国土交通省並びに各広

域支援本部に依頼していただき、第 1 次調査では北海道・東北ブロック、関東・甲信

越ブロック、第 2 次調査では近畿ブロック、中部ブロック、独立行政法人都市再生機

構の合わせて、１都１道２府 12 県 39 市３区２町３団体からの支援で実施した。 
 

表Ⅰ‐５：他都市応援判定士支援概要表 

支援要請日 期 間 1 日当りの人数 延べ人数 支援自治体等数 
第１次 3/17 3/23～4/3 52 623 42 
第２次 4/14 4/19～4/22 80 240 21 
計  16 日間  863 63 

 
被災宅地の範囲は図Ⅰ‐１１に示すとおり、JR 仙台駅から半径 5ｋｍの昭和 30 年代

から 50 年代にかけて造成された団地に集中していた。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図Ⅰ‐１１：被災宅地危険度判定実施区域図 

 

被災宅地危険度判定実施区域図

● 被災宅地（4031 宅地）
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３）発災後の行動 
3 月 12 日   

7 時 40 分   青葉区街並み形成課より宅地被災 2件通報 

      8 時 00 分   若林区調査へ出動要請 

      8 時 35 分   若林区調査へ出発（職員 3名） 

      8 時 47 分   太白区街並み形成課より宅地被災について通報（宅地指導係長

受） 

      9 時 13 分   東北地方整備局より情報収集（状況確認）の電話（宅地指導係

長受） 

      9 時 15 分   対策本部会議報告（課長出席）～9時 50 分 

      9 時 23 分   防災無線で若林区調査班から連絡 

      10 時 00 分  対策本部会議報告の課内報告 

      10 時 10 分  道路管理課から市民の方の電話転送（宅地指導係長受） 

      10 時 30 分  住環境整備課の建築防災係長から情報提供（宅地指導係長受） 

      10 時 35 分  若林区への調査帰還（職員 3名） 

      13 時 33 分  太白区道路課より情報提供（職員受） 

      13 時 45 分  東黒松へパトロール出発（職員 2名） 

      14 時 15 分  対策本部会議報告（課長出席） 

      14 時 35 分  市民の方より通報（調整係長受） 

      14 時 50 分  東黒松パトロール班より連絡 

      14 時 55 分  防災無線で泉区道路課に連絡 

      16 時 35 分  消防から太白区青山の件連絡（職員受） 

      16 時 45 分  東黒松パトロールより帰還（職員 2名） 

      17 時 00 分  青山へパトロール出発（職員 2名） 

      19 時 15 分  青山パトロールより帰還（職員 2名） 

     ※被災通報件数：16 件 

   

3 月 13 日   

4 時頃     青葉区災害対策本部より「青葉区折立小学校（指定避難所）の

斜面（位置詳細は不明）がひび割れているとの消防から通報

があり開発調整課で見て欲しい。」と連絡があり、「地すべり

防止区域に隣接しており、仙台土木事務所へ直接相談するよ

うに。」と回答 

      5 時 20 分   東北地方整備局より宅地被害の照会、「現在 20 件、今後増える

見込み」と回答（宅地指導係長受） 

      7 時 20 分   仙台土木事務所より「折立 5丁目現地調査の結果変動の恐れが
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みられるため、明日コンサルタントによる調査を行う予定。

指定避難所（折立小学校）の適否の判断は仙台市なので早急

に現地を確認されたい。」との連絡 

      9 時 23 分   パトロール 1班出発（職員 2名） 

      9 時 25 分   対策本部会議報告（課長出席） 

      9 時 28 分   パトロール 2班出発（職員 2名） 

      9 時 28 分   パトロール 3班帰還（車給油のため） 

      9 時 48 分   パトロール 3班出発（職員 2名） 

      11 時 00 分  パトロール 2班より連絡「双葉ヶ丘個人宅酷い、隣近所も皆大

破、漏水もあり、家も駄目」 

      12 時 10 分  パトロール 2班帰還（職員 2名） 

      13 時 05 分  パトロール 1班帰還（職員 2名） 

      13 時 30 分  パトロール 1班出発（職員 1名） 

      14 時 17 分  パトロール 3班帰還（職員 2名） 

      15 時 55 分  買出し（職員 3名） 

      16 時 30 分  パトロール 1班帰還（職員 1名） 

      17 時 10 分  買出しより帰還（職員 3名） 

      20 時 30 分  宮城県へ（職員 1名） 

      20 時 30 分  折立 5丁目の変状を確認 

      20 時 40 分  現場へ（課長・宅地指導係長・職員 1名） 

      22 時 55 分  宮城県より帰還（職員 1名） 

      22 時 55 分  現場より帰還（課長・宅地指導係長）（職員 1名は直帰） 

     ※被災通報件数：25 件 

   

3 月 14 日 時間不明（朝方）市長・副市長、危機管理監に「折立 5丁目の状況、警戒 

区域の設定を災害対策本部に要請すること、警戒区域設定に 

先立ち被災宅地危険度判定に準ずる調査を現地で行うこと」 

を説明。 

      7 時 55 分   折立へ（宅地指導係長・職員 4名） 

      8 時 40 分   折立 5丁目地区に警戒区域を指定 

      9 時 05 分   折立へ（職員 3名） 

      10 時     災害対策本部へ警戒区域の設定等について報告 

      11 時 30 分  東北地方整備局より被害確認、80 件と報告（調整係長受） 

      14 時 35 分  宅地指導係長より「折立から、これから帰ります」の連絡 

      15 時 40 分  緑ヶ丘へ（課長・職員 2名） 

      16 時 45 分  東北地方整備局に 90 件と報告（調整係長） 
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      18 時 18 分  職員より「緑ヶ丘から、これから帰ります」の連絡 

      18 時 55 分  緑ヶ丘から帰還（課長・職員 2名） 

      20 時 10 分  荒巻字青葉へ（職員 2名） 

      21 時 35 分  荒巻字青葉から帰還（職員 2名） 

     ※被災通報件数：56 件 

 

3 月 15 日    

6 時 10 分   高森へ（調整係長・職員 1名） 

      6 時 50 分   高森へ到着した旨連絡（調整係長より） 

      7 時 30 分   高森より帰還（職員 1名）（調整係長は直帰） 

      9 時 05 分   高野原へ（職員 3名） 

      9 時 38 分   高野原調査開始 

      10 時 05 分  東北地方整備局へ報告「宅地被害 100 件超のため、個別でなく

エリアで対応する。3月 14 日は折立を調査、3月 15 日は緑ヶ

丘を検討している。」 

      10 時 30 分  緑ヶ丘周辺へ（職員 2名） 

      11 時 00 分  高野原調査指示箇所終了し、住民から直接依頼があった箇所の

調査へ 

      11 時 20 分  高野原調査終了、帰還へ 

      11 時 25 分  八乙女職員寮へ（職員 2名） 

      11 時 45 分  高野原より帰還（職員 3名） 

      13 時 15 分  高野原及び折立へ（局長・住環境部長・課長） 

      14 時 00 分  被災宅地危険度判定士の応援依頼について打ち合わせ 

             ① 宅地被害の通報があり未調査分 100 箇所及びその近隣（15

件程度と想定）を調査するとして、1,500 宅地 

             ② 被災建築物応急危険度判定からの被災宅地情報が 3/12～

14 で赤・黄判定 70 件、3/15～17 で 4,000 戸の被災建築

物応急危険度判定実施中のため、17 日までに 1,000 宅地

と仮見込み 

             ③ ①、②より 2,500 宅地に被災宅地危険度判定を実施する

として、2,500÷（10 宅地/１班）=250 班、2 週間程度で

完了する見込みとして 1日あたり 20 班編成できるだけの

応援を依頼する 

      14 時 20 分  八乙女職員寮より帰還（職員 1名） 

      14 時 25 分  緑ヶ丘周辺より帰還（職員 2名） 

      16 時 30 分  高野原及び折立より帰還（課長） 
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      21 時 10 分  中山へ（職員 2名） 

      22 時 10 分  中山より帰還（職員 2名） 

     ※被災通報件数：53 件 

  ○3 月 15 日時点での「宅地災害への対応」方針 

    ①通報・相談 

      電話などにより相談を受ける 

    ②現地確認 

      ①の箇所全てを現地調査し、被災原因が公共用地の場合管理者に連絡し対応

を終える 

    ③応急措置 

      必要な場合、避難勧告・指示、警戒区域の設定を行う 

    ④被災宅地危険度判定 

      被災宅地危険度判定を実施する（宅地造成工事規制区域全体（13,162.39ha）

の調査は現実的でないため、情報のあった箇所に対して行う。判定時は赤判定

を優先して行い、その後黄判定の調査を行う。） 

    ⑤安全対策 

      宅地所有者による安全対策が速やかに行われるよう技術的指導、融資制度等

を紹介する 

 

3 月 16 日    

5 時 45 分   車給油（職員 4名） 

      6 時 10 分   給油より帰還（職員 4名） 

      9 時 00 分   旭ヶ丘、黒松周辺へパトロール出発（3班） 

      11 時 16 分  局内意思決定「判定実施本部を設置する」 

      時間不明   応援班による現地調査をスタート 

      時間不明   被災宅地危険度判定業務のための判定士の派遣を県に相談済 

             み 

     ※被災通報件数：50 件 

   

3 月 17 日   

10 時 00 分  買出しへ（職員 2名） 

      11 時 00 分  栗生 2丁目へ（職員 2名） 

      12 時 00 分  買出しより帰還（職員 2名） 

      12 時 40 分  栗生 2丁目より帰還（職員 2名） 

      時間不明   市長、副市長に報告「昼現在の宅地被害相談・通報件数：220

件。被災は南西部から北東部の造成地に集中。折立団地に警
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戒区域指定、緑ヶ丘団地への非難勧告検討中。約 2,000 宅地

を対象に被災宅地危険度判定を実施する（平成 23 年 3 月 23

日から 4月 3日まで（12 日間）、必要人員 60 名）。判定士派遣

を宮城県に要請。」 

     ※被災通報件数：52 件 

   

3 月 18 日   

9 時 30 分   デジタルカメラ買出し（職員 1名） 

      12 時 00 分  デジタルカメラ買出しより帰還（職員 1名） 

      13 時 30 分  宮城県より危険度判定実施の受け入れについて回答「2,000 箇

所は大規模であり、広域応援でも対応が難しいので、千代田

コンサルタントを先遣隊として派遣し（仙台は３月 22日から）

範囲、箇所の絞込みを行いたい。」 

      15 時 05 分  中山一丁目へ（職員 2名） 

      17 時 05 分  中山一丁目より帰還（職員 2名） 

      19 時 43 分  国見 3丁目へ（職員 2名） 

      21 時 00 分  国見 3丁目より帰還（職員 2名） 

     ※被災通報件数：66 件 

   

3 月 19 日        仙台市ホームページに危険度判定実施について掲載 

             3 月 11 日から 18 にまで（8 日間）延べ 36 班、77 名（職員）

で被災相談のあった 336 件を中心に現地概要調査を実施した 

     ※被災通報件数：48 件 

   

3 月 20 日        仙台市ホームページに宅地災害の相談を開発調整課で受け付け

る旨掲載 

     ※被災通報件数：38 件 

   

3 月 21 日※被災通報件数：50 件 

   

3 月 22 日         都市整備局と太白区役所で緑ヶ丘 4 丁目の宅地被害について

打ち合わせ「太白区役所で３月 14 日に緑ヶ丘 4丁目に避難す

ることをお勧めする行政指導を行ったが、ほとんどがそのま

ま在宅している。開発調整課で区とタイミングを調整して避

難勧告の措置を行いたい。」 

             国土交通省にて広域支援を貰う旨投げ込み 
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     ※被災通報件数：63 件 

   

3 月 23 日※被災通報件数：65 件 

   

3 月 25 日        太白区役所と緑ヶ丘 4丁目の避難勧告について打ち合わせ（住 

環境部長） 

            判定ステッカーが不足し、県に対応を要請 

   

3 月 27 日        市長宅地被災状況視察（緑ヶ丘 4丁目、折立、西花苑、高野原） 

   

3 月 28 日  

10 時 00 分  緑ヶ丘 4丁目に避難勧告を発令 

   

3月29日        区画整理課より開発調整課の危険度判定体制の不備（準備不足、 

役割分担不明、指揮命令系統が不在かつ不明）について意見を 

貰う 

   

3 月 30 日        高野原団地での動態観測開始？ 

   

4 月 1 日        折立の避難先を折立中学校から折立市民センターに変更 

   

4 月 5 日        緑ヶ丘 4丁目町内会より申し入れ書提出（避難勧告の根拠、将 

来居住の可否、水道の復旧時期）を受け、回答（二次被害防止 

のため、調査中のため未定、調査中のため未定） 

   

4 月 10 日  

10 時 00 分  折立市民センターにて折立 5丁目地区地元住民説明会（警戒区

域の設定について） 

   

4 月 13 日  

10 時 00 分  緑ヶ丘第四町内会館で緑ヶ丘 4丁目地区地元住民説明会（避難

勧告について） 

   

4 月 14 日  

10 時 00 分  泉東集会所にて陣ヶ原地区地元住民説明会 

      19 時 00 分  南吉成第 1集会所にて南吉成 7丁目地区住民説明会 
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4 月 15 日        市長・副市長に説明「宅地危険度判定の第 2次を実施する。 

（4 月 19 日～22 日、60 人日、12 宅地×20 班×4 日=960 宅地を

予定）」 

   

4 月 18 日  

19 時 00 分  中山 1丁目好日庵にて中山・滝道地区住民説明会 

   

4 月 19 日   

9 時 20 分   国土交通省専門官現場視察 

   

4 月 24 日  

10 時 00 分  折立市民センターにて折立地区住民説明会 

   

4 月 28 日        第 3 次危険度判定について打ち合わせ（庁内応援による集中的

判定、5月 4日～20 日、700 宅地を予定） 

   

5 月 1 日  

10 時 00 分  折立市民センターにて折立 5丁目地区地元住民説明会 

   

5 月 2 日        住宅金融支援機構による「災害復興宅地融資」新設のプレスリ

リース 

   

5 月 5 日        枝野官房長官（当時）折立団地視察 

   

5 月 17 日        被災建築物の公費解体スタートプレスリリース（5月 23 日より

受付開始） 

   

5 月 19 日        被災宅地危険度判定の新規受付を終了（当初把握した宅地被害

についての判定が終わる見込みがついたこと、新たな宅地被

害の報告が落ち着いたことを勘案して決定した） 
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左写真の判定結果 擁壁のヒビ割れの様子 

左写真の判定結果 玉石積み崩落の様子 

左写真の判定結果 間知ブロック擁壁割れの様子 
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３ 判定時期と判定人員の実績 

３‐１ 公共施設の安全確認 

■避難所等開設後の安全確認 

 
図Ⅰ‐１２：避難所等開設後の安全確認調査人員 

・ 発災後 1 日目から 3 日間、職員が投入されている 
・ 発災後 2 日目は、民間応援調査員 12 名が投入されている 
・ 発災後 3 日目は、他都市応援職員 2 名が投入されている 
■公共施設の一時的利用に対する安全確認 

 
図Ⅰ‐１３：公共施設の一時的利用に対する安全確認調査人員数 

・ 発災後 4 日目から 11 日間、職員が投入されている 
・ 発災後 4 日目から 8 日間、他都市応援職員が投入されている 
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３‐２ 被災建築物応急危険度判定 

 
図Ⅰ‐１４：被災建築物応急危険度判定人員数 

・ 発災後から 3 日間程度、局職員を投入している 
・ 発災後 4 日目から 9 日間、民間判定士の投入が行われている 
・ 発災後 4 日目から 1 ヶ月半程度、区役所職員の投入数が 20 前後となっている 
※１ 重複人数とは午前と午後別なペアを組んだ人数 

 

３‐３ 被災宅地危険度判定 

 
図Ⅰ‐１５：被災宅地危険度判定人員数 

・ 発災後 12 日目から 12 日間、他都市応援判定士の投入が行われている 
・ その後、さらに 4 日間、他都市応援の投入が行われている 
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４ 活動に対する主な課題と対応方針 

 

 実績をまとめるうえで各担当者（判定活動に参加した者）から多くの問題や課題等を収

集した。収集した問題や課題等をグループ分けすると、大きく以下の４つに分けられる。 

・ 公共施設の安全確認に関すること 

・ 被災建築物応急危険度判定に関すること 

・ 被災宅地危険度判定に関すること 

・ 被災建築物応急危険度判定と被災宅地危険度判定の連携に関すること 

 

以上の４つのグループに基づき、その中の主な課題をピックアップし、それに対する 

対応方針を「図Ⅰ-１６課題と対応方針１」、「図Ⅰ-１７課題と対応方針２」、「図-１８課題

と対応方針３」に示す。 

 

また、収集した問題や課題等は「Ⅳ 参考資料」に掲載する。 
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課題 対応方針 

図Ⅰ-１６：課題と対応方針１

凡例 

公共施設の安全確認 

被災建築物応急危険度判定と被災宅地危険度判定との連携 

被災建築物応急危険度判定 

被災宅地危険度判定 

実施計画に反映する。 調査の位置付けが不明確であった。 役割分担を明確にする。 

停電の影響と備品等が不足した。 備品等を確保する。 

情報の伝達方法が定まっていなかった。 報告様式を作成する。 

意思決定における判定区域の決定、終了時期等について時間を要する。 意思決定の再検討と訓練を重ねる。 

報告様式について、全国協議会、宮城県協議会の様式があり、未整理だっ

た。 
様式を整理する。 

実施計画に反映する。 

判定開始に先立つ被害状況の全貌把握，整理が円滑に行えなかった。 

一次スクリーニングを建物・宅地同時に行うことで人員・機材・時間

を有効に活用できないか検討する。 

地震による被災箇所を想定しておき効率よく一次スクリーニングを

行う。 

局内の被災宅地危険度判定士が不足しており，被害数に応じた判定士，補

助員，本部要員を揃えるのに苦慮した。 

災害の規模に応じた局内からの支援体制を構築する。 

被災宅地危険度判定士の有資格者を増やし，召集できる人員の動向等

を把握する。 

Ⅱ章に具体的検討を示す。 
・ 避難所等開設の安全確認における施

設管理者の判定技術不足への対応 
・ 発災後における今後の判定体制 調査員を確保する方法が定まっていなかった。 調査人員の数を確保する。 

施設管理者へ判定技術の情報提供をする。 

建築専門家による調査協力依頼をする。 

施設管理者の安全確認方法が十分に整備されていなかった。 

 

実施計画に反映する。 

宅地調査班内の役割分担の明確化、人員の確保、マニュアルの整備等

震災に対応できる体制を構築する。 
宅地調査班（被災宅地危険度判定を担当）において 
役割分担が明確でなかった。 
人員を十分に確保できなかった。 
対応マニュアルが整備されていなかった。 
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課題 対応方針 

図Ⅰ-１７：課題と対応方針２ 

凡例 

公共施設の安全確認 

被災建築物応急危険度判定と被災宅地危険度判定との連携 

被災建築物応急危険度判定 

被災宅地危険度判定 

常時から資機材の確保、整理を心がける。 資機材（車）の不足及び本部スペースの確保に苦慮した。 

点ではなく面での判定が行える体制を構築する。（効率的な判定体制

を構築する） 
判定が点での対応となり効率的ではなかった。 

判定基準の見直しについて検討する。（擁壁高さによって点数を変化

させる等） 
判定結果が被災規模と必ずしも一致しない。 

判定項目の見直しについて検討する。（調査項目数を減らして判定時

間を短くする） 
判定項目が多く一宅地の調査に時間を要した。 

携帯する機材が多く車での判定にならざるを得なかった。 携帯する機材の見直しについて検討する。（最低限の機材にしぼり，

徒歩でも判定を可能にする） 

組織のあり方（本庁と各区の関係）について検討する。【業務集約の

見直し、業務集約のまま人員増、業務集約のまま応援体制構築等】 

区役所との業務分担を整理する。【一次スクリーニング体制、避難勧

告等】 
本庁と区役所の業務分担に未整理の部分があり混乱した。 

被災建築物応急危険度判定から送られた情報が活かされなかった。 

集中的に人員を投入して，早期に被害状況を把握するための方法を検

討する。 

被災建築物応急危険度判定から送られる情報のフロー、様式等につい

て整理する。 

今後検討する。 

実施計画に反映する。 

3 名/1 班のため班数を多く確保できなかった。 1 班の人数の見直しについて検討する。（2 名/1 班でも判定は可能） 

判定の実施訓練など実践的な研修について検討する。 局内の被災宅地危険度判定士の経験が不足しており、判定に時間を要した。 

応急措置をどの程度やるのか不明だった。 応急措置について検討する。 
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課題 対応方針 

図Ⅰ-１８：課題と対応方針３ 

凡例 

公共施設の安全確認 

被災建築物応急危険度判定と被災宅地危険度判定との連携 

被災建築物応急危険度判定 

被災宅地危険度判定 

Ⅱ章に具体的検討を示す。 
・ 周辺地盤等調査票の情報提供 
・ 判定後のフォローアップの対応 
・ 判定士の連携に関する検証 
 

被災建築物応急危険度判定と被災宅地危険度判定の連携について未整理だ

った。 
被災建築物応急危険度判定と被災宅地危険度判定の連携に関する連

携フロー、様式等について整理する。 

専門外の判定士が市民の質問に対応できなかった。 専門外の判定士が市民の質問に対応できる体制を検討する。 

各判定における目的および内容、判定後の相談先など市民への説明不足で

市民が混乱した。 

各判定における目的及び内容、判定後の相談先に関して市民の方への

周知を徹底する。 

今後検討する。 

市民が被災建築物応急危険度判定と被災宅地危険度判定の 
違いがわからずに混乱した。 
時期が異なり混乱した。 
判定結果が異なり混乱した。 

被災建築物応急危険度判定と被災宅地危険度判定を一つにできない

か検討する。 

被災建築物応急危険度判定と被災宅地危険度判定の判定を集約する

（総合判定のようなもの）方法について検討する。 

被災建築物応急危険度判定と被災宅地危険度判定を同時に行うこと

ができないか検討する。 

被災建築物応急危険度判定と被災宅地危険度判定について説明した

パンフレット等で周知する。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ 具体的な検討 
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具体的な検討 

 

Ⅰ章で主な課題に対する対応方針を整理したが、その中で特に早急に取り組む必要があ

る課題が下記の５点であり、それぞれについて具体的な検討を行なった。 

 

1. 避難所等開設の安全確認における施設管理者の判定技術不足への対応について 

2. 発災後における今後の判定体制について 

3. 周辺地盤等調査票の情報提供について 

4. 判定後のフォローアップの対応について 

5. 判定士の連携に関する検証について 

 

具体的な検討を行なったものは各担当課において実施計画に反映する。
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１ 避難所等開設の安全確認における施設管理者の判定技術不足への対応 

 
災害時における避難所等の開設にあたり、公共施設の安全確認については原則、施設管

理者が行うこととされているが、施設管理者における判定技術不足が課題である。 
 
 
 
 
 
 
 
そこで、対応については以下の３点を提案する。 
・ 施設管理者が判定できるよう、判定技術に関する情報提供を行うこと 

・ 発災後すぐに施設管理者が地域の建築専門家から技術的助言を受けられるよう、体制整

備に努めること 

・ 建築の技術職部署における、避難所等開設後の安全確認に係る体制を整備すること 

 
これらの内容について、市地域防災計画の見直しに対して提案する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図Ⅱ‐１：施設管理者の判定技術不足を解消するための３つの提案 

避難所等開設における状況 
・ 施設管理者が原則、施設の安全確認を行う 
・ 開設にむけてはスピードが大前提である 
・ 建築専門家が来るまで開設しないで待つことはできない 
・ 施設管理者に判定する技術が不足している 

施設管理者の判定技術不足を解消するための 3 つの提案

避難所等開設

施設管理者へ

判定技術に関

する情報提供 

地域の 

建築専門家による

技術的助言 

震前 
震後

震後

避難所等開設後

の安全確認に係

る体制整備 
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・ 施設管理者へ判定技術に関する情報提供 

 
施設管理者へ判定技術に関する情報提供の具体的な対応としては、以下の 2 点を提案する。 
・ 安全確認チェックリストの提供 
・ 安全確認に関する技術研修 
 
特別な専門知識がなくてもある程度の精度で安全確認を行うことができるよう、利用し

やすい安全確認チェックシートを作成する。また、避難所等の入口付近に掲示する、安全

確認を行った旨のシートも併せて準備する。 
 
さらに、震前において安全確認チェックリストの利用方法や安全確認においてみるべき

ポイントについて伝達する技術研修等を行う。 
 
次頁以降に、表Ⅱ‐１に避難所等安全確認チェックリスト（鉄骨造）建築職職員用（案）、

表Ⅱ‐２に避難所等安全確認チェックリスト（ＲＣ造）建築職職員用（案）、図Ⅱ‐２に避

難所等安全確認チェックリスト（外観用）（案）、図Ⅱ‐３に避難所等安全確認チェックリ

スト（内観用）（案）、図Ⅱ‐４に現場掲示シート（案）を示す。 
 

※ただし、これら（案）については現在調整中であり、内容につ

いて変更する可能性があります。 
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表Ⅱ‐１：避難所等安全確認チェックリスト（鉄骨造）建築職職員用（案） 
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表Ⅱ‐２：避難所等安全確認チェックリスト（ＲＣ造）建築職職員用（案） 
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図Ⅱ‐２：避難所等安全点検チェックリスト（外観用）（案） 
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図Ⅱ‐３：避難所等安全点検チェックリスト（内観用）（案） 
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図Ⅱ‐４：現場掲示シート（案） 
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・ 建築専門家による調査協力の依頼 
 
発災後、施設の安全確認において、施設管理者が地域（施設周辺）にいる建築専門家か

ら助言を受けることは大変有効である。 
 
建築専門家が所属する団体と連携することで調査協力の体制整備に努める。 

 

 

 

・ 避難所等開設後の安全確認に係る体制整備 

 

避難所等開設後に施設の安全性について改めて確認が必要な場合、職員等（建築職職員、

他都市応援職員）が避難所等の調査を行い、施設管理者に対して調査結果や建築物使用制

限に関する情報を提供することは大変有効である。 

 

役割分担や調査員の確保等を整理し、避難所等開設後の安全確認に係る体制を整備する。 
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２ 発災後における今後の判定体制 

 
発災後に効率よく調査を実施するには、適切な時期に適切な調査人員を投入することが 

重要である。 
 
今回の実績に基づき、以下の 2 点について整理する。 

1. 調査人員の投入する時期について 
2. 必要となる調査人員数について 

 
 
また、東日本大震災で市都市整備局は 3 種類の活動を実施したが、各判定における調査

人員は主に以下のとおりである 
・ 公共施設の安全確認  主に市職員 
・ 被災建築物応急危険度判定  主に民間判定士 
・ 被災宅地危険度判定  主に他都市応援職員 

 
発災時における調査人員の確保の重要性から、今後、調査人員として必要となる市職員

数を把握するために、以下の２点について算定する。（東日本大震災同程度の災害を想定） 
① 公共施設の安全確認における職員数 
② 被災宅地危険度判定における単独取得の建築職職員数 

 
なお、“単独取得の建築職職員”とは「被災建築物応急危険度判定と被災宅地危険度判定

の両資格を備えた技術系の建築職員」を示しており、被災宅地危険度判定における調査班

に同行する市職員とし、今後の判定体制で考慮すべき事項として整理したものである。 
詳細については別途「Ⅱ‐５ 判定士の連携に関する検証」を参照とする。 

 
 
以上より、算定した必要調査人員数については局実施計画の人員配置への配慮として提

案する。また、各判定の実施する適切な時期、必要調査人員の確保を考慮して、発災後に

おける今後の判定体制を明確にする。 
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２‐１ 調査人員の投入する時期について 

 震災当時の各判定における調査人員数の実績を図Ⅱ‐５に示す。 

 

図Ⅱ‐５：各判定における調査人員数 

 
これより、調査人員が投入される主な時期は以下のとおりである。 

・ 避難所等開設後の安全確認は発災後 3 日間程度 
・ 公共施設の一時的利用に対する安全確認は発災後 4 日目から 10 日間程度 
・ 被災建築物応急危険度判定は発災後 2 週間程度 
・ 被災宅地判定は発災後 2 週目前後から 2 週間程度 

 
調査人員の投入する時期については、判定の目的や発災からの期間などフェーズごとに

整理が必要である。 

4/7 余震
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今回の実績を整理すると、発災後の各判定の実施時期は図Ⅱ‐６のとおりである。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図Ⅱ‐６：発災後の各判定の実施時期 

 
被災建築物応急危険度判定、被災宅地危険度判定は 1～2 週間程度で完了させることを一

応の目安としているが、地震の規模が大きく被害状況を把握することに時間がかかったこ

と、さらに 4 月 7 日に大きな余震が発生したこと等から、結果として判定実施期間を延長

することとなった。 
 
今回の実績を踏まえ、今後の各判定における実施時期は図Ⅱ‐７を目安とする。 
調査人員の投入する時期についてこれを基本とする。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図Ⅱ‐７：今後の各判定における実施時期の目安 
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発災後の各判定の実施時期 

ここでいう「公共施設の一時的利用」とは

“避難に関連する公共施設”を指し、保育

所、児童館、市民センター等を対象とした。
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２‐２ 必要となる調査人員数について 

 
① 公共施設の安全確認における市職員の必要調査人員数について 
 
震災当時の安全確認における市職員調査人員の内訳の実施状況を以下の表に示す。 

 
表Ⅱ‐５：震災当時の安全確認における調査人員の内訳実施状況 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
上段は発災後 3 日間の避難所等開設後の安全確認を示し、公共施設のうち、下段左は学

校の一時的利用のための安全確認、下段右は学校以外で要請のあった施設の安全確認を示

している。 

調査件数
日付 小中学校 局内職員 局外職員 応援職員 民間応援調査員 計

3月12日 91 28 0 0 0 28
3月13日 90 30 0 0 12 42
3月14日 22 13 0 2 0 15
累計 203 71 0 2 12 85

調査人員・内訳

調査件数
日付 小中学校局内職員局外職員応援職員 計

3月12日 - - - - -
3月13日 - - - - -
3月14日 - - - - -
3月15日 24 11 6 2 19
3月16日 22 13 4 7 24
3月17日 23 15 3 4 22
3月18日 28 13 4 4 21
3月19日 24 14 3 4 21
3月20日 29 14 3 4 21
3月21日 18 14 3 4 21
3月22日 19 13 4 4 21
3月23日 1 0 2 0 2
3月24日 0 0 0 0 0
3月25日 0 0 0 0 0

累計 188 107 32 33 172

調査人員・内訳
公共施設 その他 計 局内職員局外職員応援職員 計

2 1 3 - - - -
5 3 8 - - - -
50 1 51 - - - -
1 0 1 2 0 0 2
10 0 10 2 0 0 2
17 0 17 8 1 2 11
13 1 14 8 0 0 8
11 0 11 5 1 0 6
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
2 0 2 2 0 0 2
6 0 6 2 0 0 2
3 0 3 2 0 0 2

120 6 126 31 2 2 35

調査件数　小中学校以外 調査人員・内訳

 

避難所等開設後の安全確認 

学校以外で要請のあった施設の安全確認 学校の一時的利用のための安全確認 

公共施設の一時的利用に対する安全確認 

震災当時の安全確認における調査人員の内訳の実施状況 
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これより、今後必要となる調査人員数を算定する。 

 
・ 避難所等開設後の安全確認 

1 班あたり 4 名体制で行い、対象となる施設数は約 200 である。また、調査件数は 1 日

あたり約 12 施設/班である。 
これより、1 日あたり 10 班（40 名）体制であれば 2 日間で対応可能である。 

 
・ 学校の一時的利用のための安全確認 

1 班あたり 4 名体制で行い、対象となる施設数は約 200 である。また、調査件数は 1 日

あたり約 4.4 施設/班である。 
これより、1 日あたり 6 班（24 名）体制であれば 8 日間で対応可能である。 

 
・ 要請のあった施設の安全確認 

1 班あたり 2 名体制で行っている。 
対象となる施設については明確ではなかったため、今回の検討において選定した。対象

となる施設は、緊急性、重要性の観点から優先順位を整理して「避難に関連する公共施

設」とし、児童館や市民センターなど約 200 を選定した。また、学校の一時的利用のた

めの安全確認の調査件数 1 日あたり約 4.4 施設/班をもとに、学校と「避難に関連する公

共施設」の施設規模を勘案して、調査件数は 1 日あたり約 9 施設/班と想定した。 
これより、1 日あたり 3 班（6 名）体制であれば 8 日間で対応可能である。 

 
 
以上、まとめると次のとおりである。 

 
発災後から 72 時間をフェーズ 1、震災発生 72 時間後から 10 日間程度をフェーズ 2 とす

ると、フェーズ 1 は避難所等開設後の安全確認、フェーズ 2 は公共施設の一時的利用のた

めの安全確認とする。また、フェーズ 1 では調査を行う職員 40 名程度、フェーズ 2 では職

員 30 名程度を確保することが望ましい。 
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② 被災宅地危険度判定における単独取得の技術系建築職職員数について 
 

震災当時の各判定における判定班数の実績を図Ⅱ‐８に示す。 

 
図Ⅱ‐８：震災当時の各判定における判定班数 

 
これより、被災宅地危険度判定はピーク時で１日あたり 20 班前後が稼動している。現場

へ向かう車両や資機材等の数を考慮すると、今後の宅地判定体制として 20 班程度は妥当で

あり、このことから 
“宅地判定において単独取得の建築職職員 20 名程度を投入することが望ましい” 

といえる。 
 
なお、詳細については別途「Ⅱ‐５ 判定士の連携に関する検証」を参照とする。 
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以上より、発災後の各判定の実施時期、フェーズの定義、投入される人員について 
図Ⅱ‐９のとおり整理する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図Ⅱ‐９：発災後における各判定の関連図 

 
避難所等公共施設の安全確認において、調査人員として発災後 3 日間は 40 名程度/日、そ

の後 10 日間程度（2 週）は 30 名程度/日の職員が必要となる。また、発災後 2 週目位から

2 週間程度（4 週）は被災宅地危険度判定において調査班に同行する、20 名程度/日の単独

取得の建築職職員が必要となる。 
これら調査人員としてフェーズごとに必要となる市職員数を局実施計画における人員配

置の配慮事項として提案する。 
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２‐３ 今後の判定体制について 

 
発災後の時間経過に応じて以下の段階が考えられる。 

■第 1 段階（発災直後の時期）：二次災害防止のための安全性の調査 
■第 2 段階（やや混乱の落ち着いた時期）：被災度の調査および復旧の要否の判定 
■第 3 段階（安定時期）：復旧計画および復旧工事 

今回位置づける各判定は第 1 段階において実施するものである。 
 
なお、各判定は二次災害防止の観点から応急的に実施されるものであり、継続使用や恒

久使用に係る安全性について実施されるものではない。継続使用や恒久使用に係る安全確

認はより
．．

専門性の高い調査
．．．．．．．．

が必要であり、それらは被災度区分判定等により実施されるべ

きである。よって、「公共施設の一時的利用に対する安全確認」については、本検討で対象

としている範囲内で実施し、「避難所等開設後の安全確認」として整理する。 
 
今後の判定体制について発災後実施する各判定と対応者の関係を図Ⅱ‐１０に示す。 

縦軸は対象となる施設、横軸は時間の経過を表しており、フェーズごとに実施される各判

定の目安を示している。これは今回の東日本大震災と同規模の被害を想定したものである。 
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３ 周辺地盤等調査の情報提供 

 
周辺地盤等調査は、被災建築物応急危険度判定を行う際、被災した建築物の敷地やその

周辺地盤等に危険性があると判定された場合、地盤調査表に基づき調査を行うことによっ

て、情報を提供し連携することで被災宅地危険度判定の迅速かつ的確な実施を図ることを

目的としている。 
 
今回の震災においても各区から宅地判定実施本部へ報告するうえで地盤等調査表を利用

したが、報告を受け取る側で提出された大量な情報に対応しきれず混乱する問題が生じた。

混乱した原因としては、報告を送る側、受け取る側の役割分担が予め明確ではなかったこ

と、調査用紙は用いているものの住所連絡先等の記載や地図情報がないなど報告様式や報

告方法が未定であることなどが挙げられる。 
その結果として、宅地判定実施前の、宅地被害状況の全容把握を行う上で多くの時間を費

やすこととなった。 

 
これらを踏まえ、対応方針の「開発調整課と各区との連携の明確化」「報告様式の整備（周

辺地盤等調査）」について、検討を行った。 
 
 
宅地判定実施本部と各区との連携については、実施計画に反映することにより対応する。 

 
また、周辺地盤等調査表については見直しを行い、特に FAX 等で大量に情報が送られる

ことを想定し、発災時の混乱で提出された用紙が紛失しないよう、A4 用紙 1 枚で完結する

よう整理した。 
 
 
図Ⅱ‐１１に連携フロー図（案）、表Ⅱ‐６に宅地被害連絡表（案）を次頁に示す。 

※ただし、これら（案）については現在調整中であり、内容につ

いて変更する可能性があります。 
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図Ⅱ‐１１：連携フロー図（案） 
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表Ⅱ‐６：宅地被害連絡表（案） ○ ○ 区

建築物所在地   

「○」を記入 

一見して危険

表 層 す 円 弧 す

ヨコ 

テ

※「一見して危険と判断される場合」は、その内容をコメント欄に必ず記載してください。 
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４ 判定後のフォローアップの対応 

 
「被災建築物応急危険度判定や被災宅地危険度判定、り災証明に関する建物調査など  

似たような制度が複数ありよくわからない。」 
「判定後はいったいどこに相談したらいいのかわからない」 

 
り災証明に関する建物調査との相違については、震災時において避難所通信等※１により

広報を行ったが、それでも被災建築物応急危険度判定とり災証明に関する建物調査の関係

については市民の方から問い合わせが相次いだ。 
また、建物と宅地の判定結果の相違や判定結果に対して引き続き住めるかどうかの問い

合わせについても市民の方から多く寄せられた。 
 
対応方針の「各判定における目的および内容、判定後の相談先に関して市民の方への周

知の徹底」における「周知パンフレット等を作成し配布する」に基づき、判定に伴う課題

について、市民の方の混乱や戸惑いを少しでも解消するために判定後のフォローアップに

関して以下の点について整理を行った。 
 

1. 判定の相違についての情報不足 
2. 行政相談窓口の情報不足 
3. 専門家相談先の情報不足 
 
これらについての対応は、以下のとおりである。 

“事前にパンフレット等を準備し、判定時に市民の方へ配布するなど広報を徹底すること” 
 
図Ⅱ‐１２に判定内容周知パンフレット（例）、図Ⅱ‐１３に相談窓口周知パンフレット

（例）、図Ⅱ‐１４に専門家相談先周知パンフレット（例）を次頁に示す。 
 
 
※１ 避難所通信を「Ⅳ 参考資料」に示す。 
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仙台市では以下のような判定を行っています 
 

☆被災建築物応急危険度判定（各区 街並み形成課） 

 大地震により被災した建築物を調査し、その後に発生する余震などによる倒壊の危険性

や外壁・窓ガラスの落下、付属設備の転倒などの危険性を判定することにより、人命にか

かわる二次的災害を防止することを目的としています。 

また、り災証明のための被害調査ではありません。 

 

 

☆被災宅地危険度判定（開発調整課） 

 被害の発生状況を迅速かつ的確に把握することにより、宅地の二次災害を軽減・防止し

住民の安全を確保することを目的としています。 

 

 

☆建物被害認定調査【り災証明】（担当課） 

 住居等に被害を受けた方で、各種支援制度を利用するために、建物の被害程度を証明す

るものです。 

 

図Ⅱ‐１２：判定内容周知パンフレット（例） 
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仙台市では被災者支援相談窓口 

を設けております。 
 

支援金、義援金、建物相談、宅地相談等 

お困りになっていることがあれば 

ご相談ください。 

 

会場：仙台市役所本庁舎○階 

住所：青葉区国分町３－７－１ 

電話：０２２－２６１－１１１１ 
 

図Ⅱ‐１３：相談窓口周知パンフレット（例） 
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被被災災さされれたた建建物物のの復復旧旧・・再再建建等等をを  

おお考考ええのの皆皆ささままへへ  
 

☆仙台市では専門家による無料相談窓口をご案内いたしております。 

・建物の復旧・再建をお考えの方はまず、お知り合いの大工・工務店・お建てになった 

ハウスメーカー等にご相談ください。 

・身近に専門家がいないお方は、以下の団体をご紹介いたしますのでご相談してください。 

 

☆問い合わせ先 

 

 ・社団法人 ○○○事務所協会  

TEL  ：022-***-**** 

    FAX  ：022-***-**** 

    Email ：*****@******.com 

 
 ・社団法人 △△△家協会 △△△事務局 

TEL  ：022-***-**** 

    FAX  ：022-***-****  

    Email ：*****@******.com 

 

 ・社団法人 ☆☆☆士会 ☆☆☆支部 

TEL  : 022-***-**** 

    FAX  ：022-***-**** 

    Email : *****@******.com  

 

☆ご相談内容 

・建物の復旧・再建のために必要な調査や概算費用等について電話等による無料相談 

※被害写真や設計図等があれば準備しておくと説明しやすいです。 

・技術者等の派遣による現地調査等の相談は有料となります。（２～３万円） 

 被災した建物を目視で調査し、被災の程度を判断して、住み続けるための復旧・再建方 

法や、復旧・再建の予算、可能な限り住みながらの工事を提案いたします。 

 ご依頼があれば改修工事の施工業者のご紹介もいたします。 

 

図Ⅱ‐１４：専門家相談先周知パンフレット（例） 
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５ 判定士の連携に関する検証 

 
被災建築物応急危険度判定と被災宅地危険度判定の両方の対象となった敷地について、 

「後から判定した宅地判定士が建築物の判定結果に対する質問に対応できない」 
などといった、判定の連携に関する問題が明らかになった。 
“建物判定士と宅地判定士が連携して、効率よく同時に

．．．．．．．
判定を行うことができないのか？” 

の観点から、対応方針の「専門外の判定士が市民の質問に対応できる体制の構築」につい

て、「同時調査を行うための連携を確認する」検証を行った。 
 
Ⅰ 東日本大震災での建物と宅地の判定状況 

・支援要請判定士について 
 建物：主に民間ボランティア判定士 

全体（459／1,309 人 約 35%）4 日~12 日目（459／697 人 約 66%） 
 宅地：主に他都市応援職員 

全体（868／991 人 約 88%）12 日~23 日目（631／638 人 約 99%） 
・判定方法について 
 建物：地域を決めてローラー（地区単位）で判定するのが原則だが、ピンポイント判定

も実施した 
 宅地：ゾーン（複数宅地）、ピンポイントで判定するのが原則 
・判定時期について 
 建物：主に 4 日目～12 日目（6,137／8,907 件 約 69%） 
 宅地：主に 12 日目～23 日目（1,858／3,880 件 約 48%） 

建築物と宅地判定件数比較
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図Ⅱ－１５：建築物と宅地判定件数比較 
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Ⅱ 「同時調査を行うための連携を確認する」の検証 

判定士の連携（判定士マッチング※1（建物１名＋宅地１名＝複数２名））に関して以下の

点から検証を行った。 
 ※1 判定士マッチングとは、建物判定士と宅地判定士が連携し両方の判定能力を備えて

いる状態を意味する 
 

1. 建物と宅地のそれぞれの判定士の機動性について 
判定の機動性“建物は 1 日あたり 17.9 箇所/班（3/15~3/23 の延べ 6,137 箇所、342
班から算定）、宅地は 1 日あたり 7.9 箇所/班（3/23~4/3 の延べ 1,858 箇所、234 班か

ら算定）”であることに着目し、 
「効率よく同時調査を行うことが出来るのか？」 
⇒宅地判定のペースに合わせると、建物の効率が落ちる。 
⇒建物判定のペースに合わせると、宅地判定士の数を倍以上増やさなければならな

い。（現実的にむずかしい） 
図Ⅱ‐１６、１７に建物判定のペースに合わせた場合の宅地判定士人数、班数を示

す。 
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図Ⅱ‐１６：建物と宅地判定人数
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2. 建物と宅地のそれぞれの判定士が関連するタイミングについて 

判定の開始時期“建物は発災後早々、宅地は 1 週間~10 日後”であることに着目し、

「建物開始に併せて宅地判定士を投入できるのか？」 
⇒短期間で宅地判定の対象地区を選定することは難しい。 
「宅地開始に併せて建物判定士を投入できるのか？」 
⇒建物判定の判定士は民間ボランティアなので民間ボランティア判定士を一定期間

拘束することは難しい。 

建築物と宅地判定件数比較（発災後10日間）
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図Ⅱ‐１７：建物と宅地判定班数

図Ⅱ‐１８：建築物と宅地判定件数比較
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3. 建物と宅地のそれぞれの判定士が関連する対象区域について 

「判定対象区域の重複について効率よく確定することができるか？」 
⇒短期間で宅地判定の対象地区を選定することは難しい。 

 
 
 

 
今後の課題 

短期間で判定を開始できるように体制を整備するよう努める。 
建物と宅地の連携に関して具体的には、震前対策としてハザードマップ（建物危険度マ

ップ）と造成履歴マップとの重点調査地区等のマッチング作業を行うことが重要である。 

図Ⅱ‐１９：建物と宅地に関する主な判定箇所の関係図 
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Ⅲ 建物・宅地判定の両資格を取得した判定士を確保する体制を構築できるか検証 

 
1. 単独取得※2（建物１資格＋宅地１資格＝単独１名） 
※2 単独取得とは、判定を行う者が建物と宅地の両方の資格を取得している状態を意味

する。 
 

民間建物判定士や他都市応援宅地判定士、職員の単独取得状況に着目し 
「建物と宅地の両方の資格を取得している判定士を確保することができるのか？」 
⇒両資格を取得している民間ボランティア判定士、他都市応援職員を支援要請する

ことはむずかしい。 
⇒現時点ではむずかしいが仙台市職員での両資格取得を啓発することにより対応す

ることは可能。 
表Ⅱ‐７：仙台市職員両資格取得者状況 

建築職職員 土木職職員 
局内判定士数 69 人 局内判定士数 54 人

建物判定資格者数 169 人 宅地判定資格者数 123 人

建築職職員数 219 人 土木職職員数（市長部局） 450 人

うち両資格取得者 うち両資格取得者 
局内判定士数 24 人 局内判定士数 0 人

建築職職員数 33 人 土木職職員数（市長部局） 0 人

 
これより、“単独取得については民間建物判定士や他都市応援宅地判定士に期待するので

はなく職員で対応することが現実的である”と結論に至った。なお、仙台市の場合、職員

においては資格取得要件から、単独取得は土木職ではなく建築職が現実的であると結論に

至った。 
 

 ※資格取得要件 
    建物：建築に関する実務 7 年以上、建築士相当の能力が要求 

   宅地：土木、建築又は宅地開発の技術に関する実務 3 年以上 
 
以上よりまとめると、“建物判定士と宅地判定士が連携して同時調査を行うことはむずか

しく、宅地判定において単独取得の建築職職員が同行し対応することが最も現実的である”

といえる。 
 
なお、建物判定より宅地判定が先行して行う地域に関しては臨機応変に対応する組織体

制とする。 

（H24.3 時点） 
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総括 
 

今回の東日本大震災の経験から、震前対策として事前の準備および計画の策定、訓練の実施が大変  

有効であることが明確になった。 
また、各判定は単独で実施されるのではなく、それぞれが連携して情報共有を図るなど「二次災害を

軽減、防止し、市民の安全を確保するための一連のシステム」の一部として機能することが改めて重要

であることが明確になった。 
さらに、判定のみならず判定後のフォローアップが重要であり、それをも含めて一連のシステムであ

るといえる。それが結果として市民の方の混乱を解消することに繋がっていくのである。 
 
今回の検討において、震災当時の活動状況について整理し、現状問題の把握、それへの対応方針の明

確化を行い、市地域防災計画の見直しに対する提案、体制の整備に係る内容について体系的にまとめた。 
これらを踏まえ判定体制を整備することにより「二次災害を軽減、防止し、市民の安全を確保するため

の一連のシステム」としての機能を確保することを成果として最終報告とする。 
なお、より詳細な内容については、今後引き続き検討を行い、実施計画等において整理する予定である。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

図Ⅲ‐１：判定体制図 
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１ 公共施設の安全確認 問題と課題 

 

●施設管理者の安全確認方法が十分に整備されていなかった。 

・施設管理者による避難所等開設時の安全確認方法が十分に整備されていなかったことか

ら、いったん開設した避難所を閉鎖せざるを得ない事態も生じた。 

 

●調査員を確保する方法が定まっていなかった。 

・被災建築物応急危険度判定については、調査員の登録、民間建築団体の協力など、一定

の体制が作られているが、避難所等の安全確認はそもそも想定しておらず、応援につい

ても他自治体や建築団体などに（当初は次長から）直接連絡をしてお願いしていた。 

・それでも、本調査に対しては局内外の応援を最優先していただき、実績のある職員が集

まり、資料が少ない中でも過去の経験を生かして(文句も言わずに)活動していただいた

ことで、概ね想定した調査は実施できた。 

 

●調査の位置づけが不明確であった。 

・避難所の安全確認をどのように行い、どこが担当部署か決まっておらず、手探りで進め

ざるを得なかった。このため、調査後に課題が残り、再度同じ施設を調査することもあ

った。 

・避難所が小中学校であり、学校としての使用再開を求める立場から調査を求められ、避

難所としての利用を前提とした調査と違った視点で再調査せざるを得ないことに戸惑

いがあった。 

・様々な部署や職場から調査要請があったが、後回しになるか、多くについては実施でき

なかった。 

 

●停電の影響と備品等が不足した。 

・私用のデジタルカメラで現場の写真を撮った職員もいたが、パソコンが使用できなかっ

たため、データの保存ができなかった。(後でデータをいただくことをお願いすればよか

った) 

・水、食料の確保が難しく、当初はクラッカーのみで、その後カップラーメンも入手でき

たが調査員が本庁舎に戻って昼食を取るなど非効率であった。（他都市応援職員は食料

を持参されていたことと、職員も次第になんとか現地調達し、時間節約に努力していた

だいた） 

・ガソリンの確保が困難で、徒歩や自転車での調査も実施せざるを得なかった。 

・当初の調査資料はほとんど何も準備できず、紙と鉛筆以外は手弁当状態で、調査箇所も

調査員の顔ぶれをみて指定（得意な地域）するなど、多くを調査員の力量に委ねた。 

 



 
ⅣⅣ  参参考考資資料料  

UUrrbbaann  PPllaannnniinngg  BBuurreeaauu  
CCIITTYY  OOFF  SSEENNDDAAII 

- 84 -

●情報の伝達方法が定まっていなかった。 

・調査後の、報告様式が定まっていなかったため、結果や写真の保存が不十分であった。 

・調査結果は、壁に貼った紙に手書きで記載していたが、記載し方もばらばらで、集約し

ろという指示にうまく応えられなかった。 

・携帯電話の発信規制や停電による電源切れにより、連絡が取れない状態があり、緊急時

の対応が遅れた。 

・調査中に調査員から施設管理者へどのように調査結果を伝えるか、当初は不明確であり、

調査が長時間にわたるなどの問題もあった。 

・応援職員の所属長等に対し、行き先、帰庁予定時刻、同行者等の報告がされていなかっ

た。 

 

○調査中の課題 

・小中学校には複数回調査に行くこととなり、他の公共施設（保育所や児童館など）へ人

員を効率的に使えなかった。 

・避難所に使われていない小中学校の調査で、教職員が不在のため学校に入れないことが

あり、受け入れ側の対応の悪さについて抗議したこともあった。 

・原発の爆発事故直後においても調査中止の指示を出すことができず、調査員は降雪によ

りびしょ濡れになり、被爆の不安を抱えながらの調査が継続した。 

・調査用車両の調査途中での燃料給油は、長時間並ばざるを得なかったため時間的ロスが

大きかった。 

・避難所等によっては、施設管理者とは別に、避難者による自治組織が立ち上がっている

ところもあり、そのような避難所等では、施設管理者だけに挨拶等をしただけでは、自

治組織から不審に思われることもあった。 
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２ 被災建築物応急危険度判定 問題と課題 

 

●意思決定における判定区域の決定、終了時期等について時間を要する。 

・当初、建築物の多くが被災した地域・状況が把握できず、時間経過後、面的な応急危険

度判定を実施した場所もあった。 

・中心市街地はどのように判定すべきか迷った。（高層ビル等） 

・危険度判定の面的な必要性の判断が各区判定実施部となることから、判断の違いあり。 

・仙台市としての対応が建築指導課でコントロールできない。 

・通常の場合、2～3週間での判定終了するものの、余震が続いたことや、市民要望があっ

たことからなかなか終息することができなかった。 

・区ごとに被災状況が変わることから、同一時期に終息できず、判定総括部が総合判断を

行うことが困難だった。 

・判定期間が、余震の影響から二ヶ月間に及び固定資産税課の被災判定と重複してしまい

混乱を招いた。この点は、判定をピンポイント調査とした事や、市民の理解不足（情報

不足）も影響したものと考えている。 

・3 月中の支援要請による判定が終わってからは、所有者からの要望に応じてピンポイン

ト的に判定を行ったため、終結の仕方が区ごとに変わる。実施計画にその作業等が明記

されていなかったため、建築指導課長から各区街並み形成課に判定状況のアンケートを

実施した。また、判定終了について、広報を建築指導課が行ったうえで、判定終了とし

た。 

・判定調査を開始するのと並行して市民からの電話が入るようになり、建物被害よりも宅

地やよう壁被害に関する問い合わせ、現地調査の依頼が始まった。電話の問い合わせな

どから、面的に判定している箇所「東黒松、黒松一・三丁目地区」よりも「南光台周辺

地区」に被害が集中していることが想定され、調査箇所の修正も検討したが、対象箇所

の面積が広すぎることや判定士の受け入れ体制（大量の車両や資機材）の不備から面的

な調査を断念し、電話要請に応じるピンポイント調査を継続した。 

・被害が多かった南光台周辺の判定を面的に行わず、電話による調査要請箇所（ピンポイ

ント判定）しかできなかったことは公平性に欠けることになったと思っている。しかし、

結果論であるが判定箇所が広範囲になれば時間的な制約が生じ、大量の判定士を投入し

なければ短期間で調査を終えることが出来ないので、その体制を現実的に組めたか疑問

でもある。 

・ピンポイント調査は主に市職員が行った。事前の計画では一日当たり２０箇所相当調査

できると想定していたが、実際は一日当たり１５件前後であった。これは、調査箇所が

分散していることから移動に時間がかかったことによる。基本的に一日２班（2名/班）

体制で調査を進めたが、区役所の職員だけでは判定士の資格を有する者が少なく、限ら

れた職員のみでの対応となったことから調査期間も長くなり、課内のワークバランスが
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悪化した。結果として、判定期間が約２ケ月弱であったが体力的・精神的にも限界を感

じた。 

 

●報告様式について実施計画のほか、全国協議会、宮城県協議会の様式があり、未整理だ

った。 

・毎日の集計結果の報告等に時間を要した。 
・毎日の集計結果の間違いが多発し、何度も修正を行った。 

（集計結果をその日のうちに宮城県に報告し、宮城県は国に報告する。） 

・調査したデータ集計表の統一がされておらず対応に苦しんだ。（Ex. 全国協議会書式へ 

の統一） 

・調査結果報告に訂正が発生した。 

・報告様式に入力ミスを誘発する難点があった。 

・調査後の期限に余裕がなかった。 

 

●判定資機材の備蓄量等について不足した。 

・各区に資機材を配布していたが不足が発生した。 

・応急危険度判定の対応準備について、事務用品が不足した。 

・デジタルカメラで状況撮影。状況把握、情報共有のために、デジタルカメラは必須。 

・デジタルカメラによる状況撮影をしなかったので、被災状況を伝達、共有することがで

きなかった。デジタルカメラによる写真撮影は必須。 

・水、食料が確保できなかった。 
○備蓄に関してうまくいったこと。 

・応急危険度判定の実施にあたり、要所をデジタルカメラで状況撮影をした。被災状況を

伝達、共有することができた。 

 

○震前対策が不十分だった。 

・事務室内の書棚、倒壊防止のための措置が必要。かなりの書架が倒れ、ガラスが破損す

るなど被害が大きかった。復旧するまで相当時間がかかった。 

・倉庫の中は、引っくり返った物が散乱しており、また普段使わないので奥に保管してい

たため取出しに苦労した。 

・応急危険度判定は、基本的に面的に判定し、かつオペレーションタイプ 2（外観からの

調査）で判定することが多いため、仙台市の実施計画では、ピンポイント判定について

の明記がなかった。 

・平成 22 年度において実施マニュアル及び判定を想定した区割り図（判定士（チーム）

が 1日で回る区域を想定し表示する地図）を作成していたことから大きな混乱がなく取

組むことができたが、よりきめ細かな内容にする必要がある。4月 7日の余震もあった
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ことで長期化することになり、終了時期の判断が難しいところがあった。津波被害があ

った東部道路の東側地区は、この判定の対象外（この判定は地震被害の判定であり、津

波による被害は想定されていない）であり、また現実的にがれき等のため判定活動がで

きないことから、判定を断わらざるを得なかった。（比較的に津波の被害が少なかった

四谷地区については、この判定に準じる手法で建築物の安全調査を実施した）期間の後

半では所有者と借家人の契約上のトラブルや近隣トラブルの道具に利用されることに

つながった部分がある。 

○震前対策をしておいてうまくいったこと。 

・予め宮城県の担当者と実務における打ち合わせを重ねてきたため、民間判定士の支 

援要請がスムーズにできた。 

（参集場所を各区に置くこと、担当部署が街並み形成課であること等） 

・連絡について、宮城県とは全国協議会の連絡訓練、各区とは図上訓練を重ねてきたこと

から、慌てずに双方伝達ができた。 

・あらかじめ、各区の資機材備蓄量を把握していたため、資機材の再配分提供することが

できた。 

 

○情報収集手段が準備不十分だった。 

・非常時の情報収集には、ラジオが有効。各課で常備する必要がある。（後で購入した） 

 
○連絡手段が整理不十分だった。 

・若林区、泉区に連絡が繋がりにくかった。 
・宮城県に連絡が繋がらなかった。 
・パソコンの庁内 LAN 機能がダウンし E メールの使用ができなかった。（想定外） 
・防災無線が 3 分ほどしか使用できず、必要な連絡調整が 1 回の通話でできなかった。 
・電話が通じなかったことから建築指導課とのやり取りが困難だった。 

(訓練では建築指導課とのやり取りは基本的に電話となっていたので、最初は何をどう 
していいかわからなかった)慣れてくると京都市の派遣の方のおかげもあり、泉区街並み

形成課内、建築指導課、その他応援職員の方とも連携して乗り越えられたのでよかった。 
・連絡用に課及び係単位で携帯電話を確保する。 
 

○電源が確保されていない。 

・停電により自家発電ができない庁舎に関しては非常用発電機を備える。 
・停電および自家発電の規制により、ＡＣ電源使えず。パソコンが動かず、情報収集が全

くできなかった。 

・停電のため使用できるパソコン等を準備することが大変だった。電話が使えなかった。 
・スケジュール管理、文書作成をパソコンで行っていたので、全く仕事に手がつかなかっ
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た。 

・携帯電話もすぐに電源が切れた。予備電源の準備が必要。 

・公用車 3台のうち 2台が機械式駐車場停電により、使用不可となった。 

・電力不足のため本庁舎含め、各区でもコピー機の使用が困難で判定ステッカー等の印字

に苦労した。 

 

○移動手段の整理がされていない。 

・地下鉄、ＪＲなどが動かず。 最終的には徒歩か自転車が頼れる手段。 

・自転車で調査したが、災害時は機動性に優れる。 

・市内中心部では自転車は有効だが、距離がある場合、坂が多いなどの場合は、支障がで

る。 

・想定外であったのは判定士が活動するための移動手段の確保が想定から抜けていたこと。

初日の民間判定士は区役所が用意する車両をあてにしており、急遽区役所内の車両確保

を急いだ。 

（事前訓練では、判定士が車などを事前に用意するものとしており、ガソリン不足も影

響した。） 

・ガソリン不足により、公用車の行動に制限有。ガソリンの予備補給などの課題あり。 
・公用車の燃料を確保するのに苦労した。庁舎管理課の情報を元にスタンドに行くと休み

だったことが多くあった。また食料品の確保も困難で職員が持ち寄って凌いだ。（食料

品等購入の職免についての通知がかなり後から来たのでだれも買出ししていなかった） 
・公用車不足のため自転車で移動した。 

 

○不測の事態の対応が整理されていなかった。 

・福島原発事故発生の翌日からも建物調査の継続指示が出され、降雪の中、調査を継続し

た。その際、職員判定士は導入されたが民間ボランティア判定士は導入されなかった。 
被爆のおそれがある中で、降雪で衣服がびしょぬれになりながら調査を継続することに

不安を感じた。 
・福島原発事故発生に伴い調査中止に関する情報について携帯電話がつながらず撤退が遅

れた。 

 

○担当者不在時の対応が整理されていない。 

・実施計画において統括の役割を担う者定めていたが、不在のため実際担うことが出来な

かった。 

・実務担当者 2 人のうち、1 名が避難施設の安全確認の作業をすることになり、実質 1 人

で応急危険度判定の業務を行うことから作業に時間がかかった。 

・陣頭指揮担当係において、担当者 2 人のうち、1 名が避難施設の安全確認の作業をする
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ことになり、実質 1 人で応急危険度判定の業務を行うことから作業に時間がかかった。 

・青葉区応急危険度判定担当者が発災時九州へ出向いていたため交通機関の不通により出

勤できず、係長が対応。 

 

○支援要請の方法が整理されていない。 

・要請した判定士数が確保できなかった。（青葉区は判定期間が延長となった。） 

・京都市及び新潟市からの応援派遣は、応急危険度判定した場合、全国協議会による職員

派遣ルールと違っていた。 

・京都市職員に関しては、応急危険度判定を行ったので、やむなく宮城県へ事後報告（口

答）を行った。 

 

○判定士の受け入れ態勢が整理されていない。 

・宿泊施設の確保が困難。 

・他都市の応援職員を誘導するため災害対策本部に行ったが、そのことを知っている人が

いないためかなり待たされた。 
・応援職員の宿舎が青葉区だったので毎日送迎が必要だった。 

 

○他都市応援職員への対応が整理されていない。 

・他都市応援職員等への対応について、民間から応援に来た判定士が原発事故の後に雪が

降ったため途中で作業を中止した。 
・カーナビ付の公用車があれば応援職員が一人で現場に出られたのではないか。 

 

○その他 

・今回、非木造建物に関する調査において動員された職員判定士は2名だけであり、非木

造建物に関する職員判定士の数が少ないため、今後養成していく必要がある。 
・この制度は本当に必要なのか今でも自問自答している。何故ならば、この判定根拠とな

る法的根拠が無いこと。（余震による二次災害の防止という趣旨は理解できるのだが・・）

調査判定の内容は「外観調査」が主たる内容であることから、素人でも建物の安全確認

は一定程度可能と考えられるし、判定結果では一定程度の情報しか与えることができず、

最終的には所有者等の判断に委ねられているからである。そして、判定実施期間が限ら

れている（余震発生の時間が限定的）なかでは、今回のような大規模災害に伴う大量の

調査物件を処理できる判定士の確保と、受け入れる行政側の対応も困難であることなど

からである。 
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○うまくいったこと。 

・ある程度大きな余震が頻繁に続く中、余震による 2次災害を防ぐことができた。 

・卸町地区において実施した応援判定士による判定は地元の建築士団体の全面的協力を得

られ、的確に実施することができた。（卸町地区においては、外壁の大規模な落下等の

被害が多く見られ、揺れが大きかったと考えられるが、構造的に大きなダメージを受け

た建築物は数棟にとどまっていることが確認できた。） 

・市民から要請を受け実施した建築物の「危険」判定の割合が多かったことは、その後の

余震等も含め生活している住宅等のダメージが見かけより大きかったことであり、その

意味で市民の不安を少しでも和らげることができた。 
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３ 被災宅地危険度判定 問題と課題 

 

●局内の被災宅地危険度判定士が不足しており、被害数に応じた判定士、補助員、本部要

員を揃えるのに苦慮した。 

・被災宅地危険度判定士の数が不足している。 
・建物の危険度判定士に比べて宅地の危険度判定士の資格を持っている人が少なかったの 
で、判定士の講習の開催等をもっと周知したほうがよいと思う。 

・積極的に講習会等への参加を促し、被災宅地危険度判定士の登録者を増やす。 
・応援職員を指導・補佐する市職員の数が不足していた。 

 

●判定開始に先立つ被害状況の全貌把握、整理が円滑に行えなかった。 

・一次スクリーニング調査では、被害が大きかった市民の方との相談対応に時間を要し、 
予定数（エリア）をこなせなかった。 

・被災情報を多く貰ったが捌ききれず、結果として情報をきちんと活かせなかった。 
・被害の全容がつかめず対応に苦慮した。 
・建物調査より周辺地盤調査表を貰ったが、必要な事項（住所）がわからず記載後送りな 
おしてもらうことになった。（事前の確認不足） 

・効率的なスクリーニング方法を構築する必要がある。 
・調査結果が小被害や被害無しなど緊急性が低い宅地も相当数あったことから、危険度判 
定受付の際に被害状況などを確認する必要がある。 

・被害が（想定よりも）大きすぎて全容が把握できなかった。 
・被害の全容を把握するのに時間がかかった。 
・宅地被害が大きく仙台市だけではとても体制を組むことができなかった。（震災当時宅 

地被害に対応する宅地調査班の人員は 17 名だった） できる限りのことを順次してい 
ったが対応にとても時間がかかってしまった。 

・人数が少ないこともあり、早急に調査に行くことができず宅地被害への対応が遅くなっ 
てしまった。 

・一次スクリーニング調査を建物と宅地同時に行うことができれば効率よく調査ができる 
と思う。 

・平常時に被災箇所想定等の準備が出来ていれば結果が変わっていたかもしれない。 
 

●宅地調査班（被災宅地危険度判定を担当）において役割分担が明確でなかった。 

                        人員を十分に確保できなかった。 

                      対応マニュアルが整備されていなかった。 

・被災宅地に関する電話対応業務・電話対応の係長に確認しても判断してもらえなかった。 
・被災宅地に関する電話対応業務・内線電話であるにも関わらず開発調整課の人が誰も電 
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話にでないために対応させられた。 
・指示系統、役割分担が不明確なところがあった。 
・判定調整員は、一人で複数班を受け持つためチェックに時間がかかり、次の班の方 （々他 

都市からの応援の方）を待たせたりしてたいへん申し訳なかった。（…帰庁後、確認作 
業が早く終われば、それだけ応援の方は早く帰ることができる。） 

・人員の都合はあると思いますが、電話対応応援要員のリーダーとなるような総括を行っ 
てくれる職員を可能な限りフリーで置くと良かったと思います。（応援要員が電話対応 
で答えられない質問があった際に、質問できるフリーの職員がいたらより円滑に進んだ 
のではないかと思います。） 

・総じて、現場はもちろん実施本部内の人員が不足していたと感じる。  →庁内応援者 
の増員を図るか、若しくは他都市応援の班から本部内業務にも従事できる方を手配して 
も良いのでは？ 

・実施本部内には、課長クラスの方が必ず一人常駐すること。  →他都市応援の班が、 
新たに到着したり、派遣期間が終わって帰ったりする場に、何回か居合わせたが、あま 
り出迎えたり、送りもしなかった。 

・BCP マニュアルを作成し、順位付けを決めた方がよい。県との業務分担の確認を普段か 
ら行っておくなど。 

・今回は、予想以上の震災だったとはいえ、３０年以内９０％以上の確率でくるといわれ 
ていた地震に対する備えは、何もしていなかったのだと思う。自分も含めて今また同じ 
地震がきたら、改善できているのか疑問である。また、同じ失敗をするのでしょうか？ 

・都市計画図に位置を記載するのは、一目で宅地被害の地域を把握する目的だけのため、 
現実的に利用価値が低いので、1/2500 程度の図面に被災内容（判定）、所有者（住宅地 
図上）、調査の有無等を記載するほうが有効。 

・宅地の開発許可等の業務に従事したことがなく、Q＆A 集が作成されるまでは、被災し 
た場合にどういう融資制度があるのかといったような専門的な問合せを受けた際に回 
等できなくて困った。 

・復旧するための工事業者の紹介を求められることがあったが回答できなかった。 
・被災宅地に関する電話対応業務・電話対応について、内容を十分把握していないにも関 
わらず、対応させられ非常に困惑した。 

・被災宅地に関する電話対応業務・順番で応援勤務するので、共有の資料を引き継ぎなが 
ら「仕事の内容・手順」を伝達しながら行った。 

・４～５日に 1 回程度の応援間隔であることから、応援職員は最新情報を把握しきれてい 
ないことが想定されるため、毎日の電話対応における Q&A を積み上げてノートにする 
など、（例えば、開始時に引き継ぎ、電話応対時に業務内容を記載させ、終了時に提出 
させるように）情報共有しておくとより良かったと思います。 

・電話受付について、Q＆A 集を作成するのが遅かったと思う。判定の依頼や被災状況に 
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ついての電話であれば、普段からその業務を担当してなくても対応できるが、どういう 
融資が受けられるのかといったような専門的な内容の電話については、すぐにＱ＆Ａ集 
を作成できないのであれば、窓口を別に設けて開発許可業務等の経験者が直接対応した 
ほうが良かったと思う。８Ｆホールに開設した窓口との情報のやり取りが足りなかった 
と思う。 

・応援を依頼するのであれば、課長や係長など責任ある人が責任をもって対応方法などを 
示すべき。応援者に対応をまかせるのは、ありえない。 

・災害時に対応するマニュアルが存在していないのがおかしい。（少なくても私は見てい 
ません） 

・応援依頼する場合は、土木中心のほうが、電話対応及び現場調査に際しても有効。 
・他課からの応援は、期間を限定して（1 ヶ月等）毎日同じ人に来てもらうことで、継続 
的な対応ができると考える。（毎日人が変わると、その都度説明が必要となり、自発性 
が乏しくなってしまう） 

・対応範囲が明確でなかったからなのか、忙しかったからなのかわからないが、開発調整 
課で対応すべき被災への対応を断られた。（そっちでやって、と言われた） 

・最小限の人員による班体制の構築   …どうがんばっても人員には限りがある。 
 

●本庁と区役所の業務分担が未整理の部分があり混乱した。 

・区役所との役割分担が不明確で混乱した。（直前に区から業務を引き上げたが、災害時 
  の体制整理がなされていなかったため） 
・市役所と区役所で業務が一本化されていないため避難勧告が遅れたことで本来不要な業 
務（問い合わせ等）が増えた。 

・組織改正による市役所と区役所の業務分担が変わったことの周知不徹底により行政に混 
乱を招いた。 

・区役所から宅地に対応する機能を全部引き上げた直後に地震が来たことが混乱に拍車を

かけた。今後の体制を考える中で、再度区役所に宅地に対応する機能を設置したほうが

良いのか、現在の体制（市役所で対応する）のままで区役所との連携体制を構築するほ

うが良いのか、判断は難しいが組織論を含めた検討が必要である。 
 
●判定が点での対応となり効率的ではなかった。 

・余震が続く中、発生件数が多いため、被災者からは何時になったら調査にきて貰えるか 
との問い合わせが継続的にあった。 

・被災宅地危険度判定業務１パーティー２～３名で１日８～１０件の宅地の被災調査を行 
いました。本部から被災宅地の位置図をもらい調査に行きましたが、現場では近隣の人 
からも調査を頼まれて本部の対象とした宅地以外の調査も行いました。 

・調査先で直接依頼を受けることもあって、件数をこなすことができなかった。 
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・被災宅地に関する電話対応業務・現場確認に行った際に隣接している住民からもついで 
に見てほしいなどの対応があり苦慮した。 

・被災情報が断続的に入ってきたため、腰をすえた対応ができなかった。（場当たり的な 
 対応になってしまい、結果として非効率だった） 
・宅地判定がピンポイント対応中心だったため、近傍箇所に数回行くなど無駄が多かった 
・被災宅地危険度判定業務調査に行くと対象宅地以外の近隣の人からも調査を頼まれるこ 

とが多かったし、一度調査した宅地の近所を別の日に調査することもあったので、区域

指定で調査したほうがスムーズだったのかもしれないと思います。 
 
●被災建築物応急危険度判定から送られた情報が活かされなかった。 

・区役所によって開発調整課へ送る情報量に差がある。 
・開発調整課が区役所からの情報をさばききれなかった。 
・区役所から開発調整課への情報伝達が混乱した。 
・被災宅地危険度判定において被災建築物応急危険度判定結果が活かされなかった。 
・被災情報に必要な要素が不足していた。 
・場所情報が粗すぎて敷地位置が特定できない。 

 
●局内の被災宅地危険度判定士の経験が不足しており、判定に時間を要した。 

・被災宅地危険度判定調査については、私自身、宅地判定士の登録者であるが、実践はじ 
めての経験であり、危険度評価が適切に行われたかが疑問であり、調査件数を重ねるに 
つれて、はじめの頃の危険度評価に誤りがあったことを痛感した。 

・被災宅地危険度判定士マニュアル等はあるが、現場での実践経験がないと適切な危険度 
評価を行うことができないため、実践さながらの研修を行う。 

・被災宅地危険度判定士の経験が不足していた。 
・被災宅地危険度判定終了までに時間を要した。 
・判定士が市民にわかりやすく説明できなかった。 

 
●資機材（車）の不足及び本部スペースの確保に苦慮した。 

・被災宅地危険度判定において本部設置場所に手間取った。 
・本部体制の充実化  …多人数の応援にも対応できる部屋、会議室の災害時優先割当て 
を検討してもらう、  …コピー機、パソコン、プリンター、電話、ＦＡＸ、飲食物な 
どを充実させること。 

 
●判定結果が被災規模と必ずしも一致しない。 

・10m の擁壁にひびが入っても黄判定、50cm の擁壁が倒れても赤判定になるなど、想定 
される二次被害の大きさと判定結果が一致してない例があった。 
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・判定基準が一宅地の被害を対象としており面的被災に対応していない。 
・擁壁の高さによる分類があっても良いと思う。（2m 未満、以上で判定結果に差をつける、 

など） 
 
●判定項目が多く一宅地の調査に時間を要した。 

・同一宅地内に擁壁被害が複数ある場合、それぞれの変状を評価したことで一箇所当たり 
の調査時間が長かった。また、擁壁被害や宅地地盤被害などが混在する場合も、それぞ 
れの変状を評価したことで一日当たり調査できる件数が少なく、効率が悪かった。最終 
的には同一宅地内の擁壁被害が複数あった場合、危険度評価が高い箇所を優先に行うこ 
とで業務の効率化を図ることができた。 

・本来は異常箇所すべてについて判定報告が必要だが、時間がかかりすぎるため最大判定 
点数となる部分を優先的に調査判定することで時間の短縮を図った。 

・宅地判定の調査項目が多く、数をこなせなかった。 
・全国一律の調査票は、点検する内容が多すぎて現場向きではないため、内容の簡素化が 
望ましい。…書き込んだりメモったりするのではなく、写真又は動画による記録か、タ 
ブレット端末のようなものに入力して即記録といったような、道具の進化が今後望まれ 
る。  …現状では、基本、紙に書き込むという作業がメインのため、悪天候時の調査 
ではかなり作業効率が落ちる。 

・もっと迅速に判定できるように判定項目を減らすのもありだと思う。 
・被災擁壁の多くに玉石積みが見られるため、被災宅地危険度判定シートに擁壁の種類と 
して追加した方が判定者の迷いが少ないと思われる。 

 
●携帯する機材が多く車での判定にならざるを得なかった。 

・判定グッズにしても凡そ現場では使用しないものがたくさんあり、マニュアルに載って 
いるようなフル装備は、今後は必要ない。 

・簡素化された装備（軽量、コンパクト）   …リュックサック一つにすべて詰め込む 
のではなく、装備を厳選しかつ二つに分散して班員すべてが持つように。（歩いて調査 
することを前提としている。） 

 
●3名/1 班のため班数を多く確保できなかった。 

・判定活動は、前半は３名で、後半は２名（大雨等による災害を想定し、既調査地の避難 
の要否判定がメインだったが）で出かけたが、２名でも十分作業はこなせると考える。 

・２名で一班の体制が組めれば、車１台で４名が乗車して現場に向かえれば、近接する２ 
地区を効率良く回ることができるのではないか。 

・機動力の高い車両の確保   …宅地被害の多い地区は道路も狭い。４人だけ乗るなら 
軽の貨物自動車がベスト。 
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●応急措置をどの程度やるのか不明だった。  
・誰が応急処置するのかわからなかった。 
・崩れそうな民地の擁壁を判定した後に、擁壁が崩れ下の民家が被災した。応急措置をで 
きていれば回避できた被害だったので歯がゆく感じた。 

・民地は個人財産のため原則所有者での復旧対応となるが、あれだけの規模の災害では 
早々業者が見つからずすぐに対応できないことも考えられる。第三者被害が発生しそう 
な緊急性の高いものにたいしては代わりに行政で応急措置を行える体制があっても良 
いと思う。（加減がすごく難しいですが） 

・いずれ公共事業で復旧することを念頭に民地の応急措置を行ったが、復旧制度が決まっ 
ていない中での見切り発車だった。 

 
○被災宅地復旧を支援する制度がなかった。 

・被災宅地の方より判定結果について問われても、目視による応急的な判定のため、詳細 
は専門家に相談いただきたいとの回答だけで、被災者が一番望んでいる不安を軽減でき 
ず、調査実態に疑問を感じた。 

・現在は造成宅地滑動崩落緊急対策事業や独自支援制度等があるが、当時は制度化されて 
いなかったため、「擁壁の復旧にあたっては個人が直すもの」との説明しかできなく、 
復旧方法について相談を受けても再構築以外の方法を考えている人が居ても止めるこ 
とができなかった。その後独自支援が制度化され、相談の中で支援の対象外となる復旧 
方法で補修された案件があると、被災直後に周囲への被害も考え擁壁を直した人と、時 
間を空けて直した人との扱いが同等であることについて歯痒さと矛盾を感じた。 

・被災宅地の復旧や支援を行政に求められることが多々あったが、制度が無かったため対 
応できなかった。 

 
○被災宅地危険度判定の認知が庁内でも低い。 

・宅地判定の判定基準を理解していない。 
・被災宅地危険度判定の流れについて理解が不十分である。 
・被災宅地危険度判定に用いる判定基準について理解が不十分である。 
・被災宅地危険度判定と被災建築物応急危険度判定の連携の必要性について理解が不十分 
である。 

 
○対応に必要な物資が不足していた。 

・ガソリン、車、人員、限りある中で調査効率が悪かった。 
・修養室での寝泊りが多かったが、室内は結構寒かった。 
・被災直後当面の食料確保。（食料販売が露天で始まり、一市民の服装で行列に並んだ） 



 
ⅣⅣ  参参考考資資料料  

UUrrbbaann  PPllaannnniinngg  BBuurreeaauu  
CCIITTYY  OOFF  SSEENNDDAAII 

- 97 -

 

○その他 

・電話応対については、3 月～4 月は電話が鳴り続け、休む間もなく大変多忙だったと記 
憶していますが、5 月以降は幾分落ち着いてきたような記憶があります。 

・被災宅地に関する電話対応業務・能力のスキルの問題かもしれませんが、仕事をちゃん 
とやっている人とやっていない人の格差があった。応援の人たちに押し付けるのは間違 
っている。 

・被災宅地危険度判定業務朝８：００～１７：００を基本とし調査しましたが、他都市の 
方のほうが、朝早くから遅くまで調査していた気がします。また、本市より他都市の方 
のほうが多く従事していたように感じます。 

・混乱していたことは、理解できるが、少なくても課内での対応については、統一してほ 
しい。課内でいがみ合っている場合ではなかった。人間関係がとにかく酷かった。 

・疲労が続いてくると、みな精神的にイライラし、コミュニケーションが取れなくなる。 
・強制的にでも、順番で休ませ険悪な職場環境（応援勤務場環境）にしない工夫が必要。 
・業務の状況について、定期的に業務間で確認しあい、意見・問題点を話し合う機会が必 
要である。 

・調査時不在の被災者からの質問に時間が取られた。 
・被災者にどの程度説明すべきかわからない。 
・担当に渡した情報の結果を問われてわからなかった。 
・市民の相談先情報が不足していた。 



 
ⅣⅣ  参参考考資資料料  

UUrrbbaann  PPllaannnniinngg  BBuurreeaauu  
CCIITTYY  OOFF  SSEENNDDAAII 

- 98 -

４ 被災建築物応急危険度判定と被災宅地危険度判定との連携 問題と課題 

 

●被災建築物応急危険度判定と被災宅地危険度判定の連携について未整理だった。 

・被災宅地も伴っている場合、被災宅地応急危険度判定との連携がうまくいかなかった。 

・伝達に必要十分な情報を揃える余裕がない。 
・担当業部に忙殺され、開発調整課との連携ができなかった。 

・宅地判定のための開発調整課で起きた問題が建築指導課に於いてはわからない。 

・業務に忙殺され、開発調整課の活動状況が把握できなかった。 

・どの判定を優先すべきかわからなかった。 

 

●各判定における目的および内容、判定後の相談先など市民への情報が不足し、市民が混

乱した。 

・面的調査を行なった方から頼んでもないのに勝手なことをするなと怒られた。逆に近く

に住んでいる方からなぜうちは判定してくれないのかという問い合わせか多かった。 
・ピンポイント調査の弊害のひとつに、共同住宅や貸家を管理する不動産業者から要請さ

れることが多かった。不動産業者は、震災以後も継続して賃貸借が可能かどうかの判断

材料とするためのものであり、中には、管理物件が経年劣化していることから、入居者

を退去させ、別な土地利用を図ることを目的とする事例もあった。逆に、占有者から建

物の安全性と、賃貸借契約の継続が適当であるかを判断するため、民間機関では公平な

判定ができないと考えて公的機関に要請することがあり、これらは本来の判定業務とか

け離れたものとなった。 

・判定時に被災者より判定ステッカーの色のリクエストがあった。 

・職員への周知も不足していて、他課→街並み→固定 or 開発調整とたらいまわしのよう

になってしまい、お叱りを受ける場面もあった。 

・部署が異なることもあり、また、関係部署ではないため正確な情報を把握していなかっ

たが、避難者は苛立ちもあってか、それを理解できない面も見受けられた。避難者への

対応について、一定の定めが必要であると感じた。 
・「応急危険度判定になぜこないのか」という問い合わせが 10 月ぐらいまであった。「赤

紙」をいつまで貼っておけばいいのかという問い合わせも発生後 1 年過ぎにもあった。 
・市の公用車で調査していると流状化現象の被害や道路施設の被害、がけ崩れなどの被害

の情報を市民から受ける。なんとかしてほしいと言われるがなにもできないし、どこに

連絡すればよいかも不明だった。 
・応急危険度判定後の相談対応に苦労した。 
・応急危険度判定後の相談対応の手法がなく対応に苦労した。 

・一定期間の被災建築物応急危険度判定に切り替えて、建築相談に応じる体制の検討。 

・近隣住民からの要請により判定した建築物について、所有者から家屋の価値が下がるな
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どの苦情が寄せられるケースがあった。 

・市民からの要望を受けた戸建住宅の応急危険度判定を行ったが、中江地区では、新築後

の建物に入居している方で、建物内外装に損傷が見られないが、「地震後、市で建物の

状況を見てくれるとのことで一応要望してみた。」という人がいた。 

・市民からの要望を受けた戸建住宅の応急危険度判定を行ったが、長町地区では、市民の

要望から時間が経過したこともあり、区役所の固定資産税課が行う。「り災証明」の調

査と間違えられた。（複数回） 

・応急危険度判定に関する電話対応について、応急危険度判定に半数以上の職員が従事し

たため、電話対応が大変でひどいときには一度に 3 本の電話対応をしていた。黒松・東

黒松方面のみ全戸判定としていたので「うちにはなぜ来ないのか？」という問い合わせ

が多かった。り災証明の調査と勘違いした電話が多く説明に苦労した。対応が遅い、不

親切として怒る市民が多く対応に時間がかかることが多々あった。ブロック塀や宅地の

被害の通報電話も多く寄せられたため対応人数が不足していた。 
・この判定は余震等による二次災害防止を目的に実施するが、今後も住めるか判定してほ

しいなど誤解の中で要請してくるケースが多かった。（連絡時にこの判定趣旨を説明す

るのに結構時間を要した）市民からの要請による実施のため、り災証明の被災度調査と

勘違いし要請してくる人が多かった。 
・多くの箇所を調査したが、なかでも高齢者の方も多くおり、役所から職員が来て、建物

の安全性の有無を確認してもらったことで安堵している人が多かった。 

・応急危険度判定＝その建物に今後も住めるかの判定と勘違いしている市民の方が多く、

説明が大変だった。新聞の記事やテレビで危険度判定についての間違った報道が多かっ

た。赤(危険)の判定が出たためにマンションから退去させられたなど、民事的な相談も

あったため、制度の周知がまだまだ足りないと感じた。 
・メディアが混乱し、情報がつかめない中、ツイッターなどの口コミ投稿情報が有効に機

能。このような情報を集約し、行政も利用するとよいのではないか。 

・り災証明の調査などと混在し、応急危険度判定を理解していない面も見受けられた。 
（家屋など自らの財産を判定してもらうためもあってか、家屋の補修や再建のための支

援策など、ある程度、先の情報を求める傾向あり。） 
・り災証明や宅地判定と混同された問い合わせが多数寄せられた。 

・今後のためにも十分な周知が必要かと思われる。 

・り災証明の調査との関連について、応急危険度判定で「赤紙」なのにり災証明で一部損

壊だったとの問い合わせが多かった。 
・り災証明の被害調査との混同で、現地では混乱。市民向けに、その違いを明確に周知す

る必要がある。 

・余震が続き市民の不安も大きかったことから、判定の要望が終息しなかったが、応急危

険度判定とは別に、居住している住宅等がこのまま住み続けられるのか判断する機関



 
ⅣⅣ  参参考考資資料料  

UUrrbbaann  PPllaannnniinngg  BBuurreeaauu  
CCIITTYY  OOFF  SSEENNDDAAII 

- 100 -

（建築士事務所・協会等）および、調査方法等の確立を検討。 

・判定調査は、いわば役所側からの一方的な思い（意思）で行っていることを忘れてはな

らないと思います。判定を受ける立場も考えれば判定を実施する意義や目的を明確にす

る必要がある。 

特に面的に行うとした場合は、選定理由を明確にしておかなければ行わない箇所に対す

る説明ができなくなる。また、市民に判定調査を実施することを明確に伝えるきめ細か

な対応（広報・説明等）が必要であり、更に個別の判定結果については、「応急危険度

判定結果（赤・黄・緑紙）」に判定理由を具体的に記入し、正確な情報を伝える必要が

大事である。 

・ブロック塀の所有者が遠方に避難したということで、所有者の同意がとれず、撤去、処

分ができていないところがあった。道路上にブロック塀が散在している、または、いま

にもブロック塀が倒壊する状況。これについては、非常災害時には、特権として処理で

きるシステムが必要ではないか。 

・判定士が市民にわかりやすく説明できなかった。 

 

●専門外の判定士が市民の質問に対応できない。 

・建築職の判定士が宅地に関する質問に答えられなかった。 

・建築判定士が宅地判定の内容を答えられない。 

・宅地判定士がいつ来るのか建築判定士が答えられない。 

・被災建築物応急危険度判定の際、宅地の被災状況を聞かれ、判定士が宅地状況を判断で 

きず、市民を一定期間危険な状況に放置した。 

・宅地判定の基準の理解が浅くて質問に答えられなかった。 

・宅地判定で行った際の建築物に対しての対応ができない。 
・宅地と建築物の判定を行った敷地について、後から判定した宅地判定士が説明のため現 
場に拘束された。 

・土木職の判定士が建築物に関する質問に答えられなかった。 
・建築・宅地以外の質問を受けた判定士が答えられない。 

 

●市民が被災建築物応急危険度判定と被災宅地危険度判定の違いがわからず混乱した。 

                           時期が異なり混乱した。 

                           判定結果が異なり混乱した。 

・市民が被災建築物応急危険度判定と被災宅地危険度判定の違いがわからず混乱した。 

・り災証明や建物危険度判定の調査と間違われた。 
・判定結果も宅地と建物の２種類が存在したことで被災者の不安や混乱を招く要因となっ 
た。 

・被災宅地と被災建物は同一箇所で発生していることが多く、被災者からは宅地調査だけ 
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ではなく、建物調査も一緒にしてほしいとの要望があっても、宅地以外の調査はできな 
いと回答せざるを得なかった。 

・判定ステッカーが建築物と宅地の２種類存在する。 
・ひとつの宅地において建築物と宅地の判定結果が違う。 
・建築物と宅地判定ステッカーが２種類ある。 
・り災証明に関する建物調査と被災建築物応急危険度判定、被災宅地危険度判定と３種類 
の判定がある。 

・被災建築物応急危険度判定と被災宅地危険度判定の違いが理解できず市民が混乱した 
・市民がどの判定を優先すべきかわからなかった。 
・被災宅地危険度判定調査及び被災建物危険度判定調査、相互の連携協力による調査体制 
を確保する。併せて被災危険度判定結果も共通の様式に統一し、被災者の不安や混乱を 
軽減する。 

・市民からの判定結果の問い合わせが多くきた。 
・市民から住めるかどうかの問い合わせが多くきた。 
・今回の震災では被災建築物応急危険度判定が先行しその後に被災宅地危険度判定を行っ

たが、二つの判定を同時に行うことができていれば、建物と宅地の判定結果が異なって

いても市民は納得できたと思う。今回は判定にタイムラグがあったため市民が混乱して

しまった。 
・被災宅地危険度判定の動きに被災建築物応急危険度判定を合わせようとすると建物判定 
が宅地判定に引っ張られて遅れるというデメリットがあるが、市民にとっては同時に二 
つの判定結果を聞けることで混乱が少なくなり苦情も減ったと考えられる。長い目で見 
たときにどちらが良いのか検討すべき。 

・じっくり検討することは難しく、とにかくやれることをやろうということで現場に出て 
行って対応したが、結果的には建物判定と宅地判定にタイムラグが出てしまい市民が混 
乱した。もう少しじっくり（2、3 日間）調査判定箇所の順番や建物、宅地を一緒にやる 
のかなどを検討したほうが結果的に混乱が少なくなったと考えられる。 
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５ ガソリン不足仙台市対応記者発表資料 
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６ 避難者へ応急危険度判定の実施を促した避難所通信 No.2 
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７ 避難者に被災建築物応急危険度判定と建物被害認定調査の違いをお知らせ 

した避難所通信 No.3
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８ 東日本大震災における被災建築物応急危険度判定 

～仙台市における実施状況～ 

【平成 24 年度北海道・東北ブロック被災建築物応急危険度判定協議会 発表資料】 
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震災における公共施設の安全確認、被災建築物応急危険度判定 

および被災宅地危険度判定に関する考察 
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問い合わせ先 

       仙台市都市整備局住環境部建築指導課 

       〒980-8671 宮城県仙台市青葉区国分町3-7-1 

       TEL 022-214-8299  FAX 022-211-1918 

       URL http://www.city.sendai.jp/ 

       E-Mail tos009420@city.sendai.jp 

 



 

    

    

    

    
    

    

    

    




